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１．基本的な事項 

 

（１）村の概況 

  ① 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

ア 自然的条件 

 九戸村は、四国４県の面積に匹敵する広大な県土をもつ岩手県の県都盛岡市から北へ約 60

ｋｍに位置する農山村で、北上高地の山々と無数の谷や川が織りなす「豊かな自然と美しい

景観」に恵まれ、農林業を主な産業として発展してきました。 

 村の広さは、134.02ｋ㎡で東西 9.7ｋｍ、南北 19.4ｋｍと南北に細⾧く、西に二戸市と二戸

郡一戸町、南は岩手郡葛巻町、東は久慈市、北は九戸郡軽米町と接しています。 

 地形は、村の中央を南北に縦断する瀬月内川を挟んで、西側は急峻な山々とその山裾から

瀬月内川に向かう波状丘陵地、東側は小起伏山地に挟まれた盆地となっています。 

 気候は内陸性気候区に属しますが、太平洋に近いことから海洋性気候の影響も受けます。

本村に直近の気象観測点（軽米町）では、７月の月平均気温が最も高く 25.4℃、１月が最も

低く－1.1℃で、年平均気温は 11.3℃を示しており、冷涼な気候です。 

 

イ 歴史的条件 

本村には、約 7,000 年前（縄文時代早期）から人が住んでいたことが、遺跡の発掘等から

明らかとなっており、発掘された石器や土器あるいはヒスイ等の装飾品から、想像を超える

広範囲な地域と交流があったものと推定されています。 

本村が、具体的に歴史に登場するのは、建久２年（西暦 1191 年）南部藩の祖となった三郎

光行が甲州（今の山梨県）から船で八戸に着き、五男の「五郎行連」が九戸五郎と名乗り、

本村の⾧興寺に居を構えてからと言い伝えられています。特に第 11 代「政實」は南部宗家の

世継ぎの問題から二分する争いになり、天正 19 年（西暦 1591 年）奥州平定と宗家の援軍と

して「豊臣秀吉」が派遣した６万 5,000 の大軍に敗れ、その後南部藩、八戸南部藩の所領地

として明治を迎えました。 

 明治４年７月廃藩置県により盛岡県となり、明治５年に岩手県と改称されました。当時の

本村は、戸田・山根・荒谷・伊保内・小倉・⾧興寺・雪屋・江刺家・山屋の９か村となってい

ましたが、明治６年に、この９か村が合併し伊保内村となりました。しかし、明治１３年に

伊保内村、戸田村、江刺家村の３か村に分離し、さらに明治 17 年には、もとの９か村に分離

しました。その後明治 22 年の町村制施行により再び伊保内村、戸田村、江刺家村の３か村と

なり昭和 30 年３月まで続きます。残念ながら当時の人口などの資料は残ってはいませんが、

初めて国勢調査が実施された大正９年の人口は 6,322 人と記録されています。 

 本村が現在の姿になったのは、昭和 30 年４月伊保内村、戸田村、江刺家村の３か村が合併

し「九戸村」となってからです。 

 

ウ 社会的条件 

 本村には鉄道がないことから、人々の交流も物資の輸送も専ら道路に頼ってきました。道

路の整備が十分でなかった頃は、流通にも支障をきたしておりましたが、昭和 63 年の八戸自



2 

 

動車道の開通や村の中央を瀬月内川と並行して南北に縦断する国道 340 号をはじめ、主要地

方道二戸九戸線、同じく軽米九戸線など、他市町村とのアクセス道が改良されたことから、

本村は交通が便利な村となりました。村の中心部から二戸市ＪＲ二戸駅は、西へ 18ｋｍ、県

都盛岡市までは高速道の利用で１時間 10 分（約 100km）、青森県八戸市まで 30 分（約 40km）

で結ばれるようになりました。 

 また、平成14年に東北新幹線の盛岡駅から八戸駅までが開通し、最寄りの二戸駅も停車駅

となったことで首都圏への日帰りも可能となりました。 

 

エ 経済的条件 

  本村は、傾斜地の多い土地条件と晩霜やヤマセが発生する気象条件など、厳しい生産環境

の中にありながらも、農業を主な産業とし、これに林業を加えた第１次産業を中心に発展し

てきました。昭和 40 年代後半にはブロイラーの生産が始まり、農家所得を大きく向上させる

とともに、食肉処理工場や運送、鶏舎清掃など生産を支えるサービス部門の雇用拡大に大き

く貢献しています。 

  本村の産業就業人口は 2,794 人（令和２年国勢調査）で、産業別就業人口割合は、第３次産

業が 45.0％で最も高く、次いで第１次産業 30.8％、第２次産業 24.0％となっています。産業

別就業人口割合の推移をみると、第３次産業が増加する中、第１次産業は大きく減少してお

り、農林業のおかれている環境の厳しさを示しています。 

  商業は、伊保内地区中心部に小売店等が立地して商店街を形成していますが、八戸市や二

戸市への購買力の流失が著しく衰退傾向にあります。また、近年はチェーン店の村内進出も

みられるようになりました。 

  工業は、半導体関連事業所や食肉処理工場等は安定した業績を示しているところもありま

すが、全体的に出荷額の伸びは停滞しています。 

  このように、地域経済は停滞傾向にあり、農業をはじめとする地場産業の活性化、既存立地

企業支援の促進、新たな産業の育成等、地域経済活性化に向けた取り組みを強化することが

必要になっています。 

 

② 本村における過疎の状況 

ア 人口等の動向 

本村の人口は、令和２年で 5,378 人と昭和 55 年以降 40 年間で 3,118 人減少しています。

年齢３区分別人口割合の推移をみると、昭和 55 年における０～14 歳人口は 23.0％でしたが、

その後減少し続け令和２年には 8.3％となっています。一方 65 歳以上の高齢者は昭和 55 年

11.0％だったものが、年々増加し令和２年には 44.2％を占めるまでになっており、少子・高

齢化が急速に進んでいます。   

 

イ これまでの対策と成果 

村では厳しい財政状況の中、道路、上下水道等の生活基盤、ほ場整備等の農業生産基盤、

学校や公民館等の教育・文化基盤、福祉センター等の保健・福祉基盤、オドデ館等の観光・

交流施設基盤の整備など、施設整備はもちろんのこと、村民が安心して生活できるよう医療
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費助成や保育料の無償化などソフト面においても様々な施策を推進し、快適で安心して暮ら

せる環境の構築に努めてきました。また若者の村外への流失を食い止めるため若者定住促進

住宅の整備も積極的に進めております。その結果、村道は改良率が 80.1％、舗装率 75.2％、

水道普及率 90.3％、水洗化率 65.7％と二戸地域においては、インフラの整備率は高く、人口

減少率は低くなっています。 

 

ウ 現在の課題と今後の見通し 

本村は、昭和 30 年合併以来厳しい財政状況の中、産業の振興、公共施設や生活基盤の整備

を進め、医療福祉・教育振興に重点をおき、安心で健やかで快適に暮らすことのできる地域

づくりを進めて参りました。しかしながら、この間基幹産業と位置付ける農林業の衰退、人

口の減少、少子高齢化の進行により、村の活力もしだいになくなりつつあります。 

今後もすぐには人口の増加や高齢者比率の低下などは見込めない状況ですが、農林業の振

興や就業先の確保など課題解決に向けた諸施策を積極的に推進し、絶えず変化を続ける社会

情勢を見極めながら、本村の持つ豊かな地域資源や優位性を有効に活用した地域づくりを推

進することにより、地域の自立を図る必要があります。 

 

③ 産業構造の変化 

ア 産業構造の変化 

本村の就労者数は昭和 55 年から令和２年までの間に 38.7％（1,765 人）減少しています。

産業別では第１次産業の人口が 1,390 人、第２次産業の人口が 505 人減少したのに対し、第

３次産業の就業人口は 126 人の増加にとどまっており、第１次産業及び第２次産業就労人口

の減少を、第３次産業で吸収できていない状況にあります。 

また、就業人口の構成比を見ると、本村の中核産業だった第１次産業は、昭和 55 年には

49.4％だったものが令和２年には 30.8％と大きく減少しており、特に農林業における担い手

不足が深刻化しています。 

 

イ 地域の経済的な立地特性 

本村は岩手県の北部に位置し青森県・八戸圏域と接しています。基幹産業である農業は冷

涼な気候を生かした畑作が盛んです。また、ブロイラーは全国有数の産地となっており、こ

れらの農林産物を活用し安全で安心な農林業の振興を図ります。さらに高速道で八戸市まで

30 分（約 40ｋｍ）、盛岡市まで１時間 10 分（約 100ｋｍ）という立地条件を活かし地元農林

産物を利用した食関連企業の誘致を積極的に進める必要があります。 

 

ウ 社会経済的発展の方向の概要 

令和２年度における全産業の総生産額は 20,728 百万円となっており、人口一人当たりの村

民所得は 2,332 千円と県平均を 100 とした場合、88.1％と低い状況にあります。 

就業人口が大幅に減少し、産業構造が第１次産業から主に第３次産業にシフトしていく中、

本村経済の発展には就業の場の創出・拡大が必要であるとともに、就労人口は減少している

ものの本村の基幹産業と位置づけられる農業の振興が不可欠といえます。 
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また、歴史的・文化的にも深いつながりがあり、隣接する経済圏である八戸圏域と県境を

越えた様々な面での交流・連携を深めながら、地域経済の活性化を推進していくことも重要

です。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移と今後の見通し 

本村の人口は、令和２年に 5,378 人となっており、昭和 30 年の合併時の 10,064 人から昭

和 36 年の 10,611 人まで増加したものの、これをピークに減少を続け、昭和 55 年以降、40

年間で 36.7％（3,118 人）減少しています。 

年齢（３区分）別人口をみると、年少人口は、昭和 55 年 1,954 人であったものが令和２年

には 511 人（73.8％減、1,443 人減）と大きく減少し、この間生産年齢人口は 70.6％（1,075

人）減少する一方、老齢人口は 154.6％（1,444 人）増と大幅に増えており、急速に少子高齢

化が進行しています。 

今後、人口減少がさらに進む状況にあり、村内への企業誘致の促進を図るとともに、既存

立地企業への支援を強化し就業の場の確保や地域特性を生かした産業の振興により、人口減

少と少子高齢化に歯止めをかける必要があります。 

 

② 産業構造の現況と今後の動向 

本村の産業はこれまで第１次産業が大きな割合を占めており、昭和 55 年当時は就業人口総

数の 49.4％（2,250 人）と半数近くを占めていました。しかしながら、所得の伸び悩み、減反

政策、農産物の輸入自由化などを背景に深刻な後継者不足や高齢化により農家の減少が進み、

その就業人口・割合は大幅に減少しています。第１次産業が活力を失う中で、就業人口は第

２次、第３次産業にシフトしていますが、第１次産業の減少分を他産業が吸収できず、就業

者数が全産業で昭和 55 年から令和２年までの間で 38.7％（1,765 人）減っています。 

また、本村の基幹産業である農林業は令和 2 年の就業人口比率では 30.8％ですが、産業別

総生産額比率でみると 19.8％に過ぎず生産性が低迷する状況となっています。 

今後の動向として、第１次産業については就業人口・生産性ともに急成⾧は厳しいと考え

られますが、引き続き基幹産業と位置づけ振興策を講じ、第２次、第３次産業については、

本村の身の丈に合った企業誘致と既存企業の育成強化を行い、就業人口の増加と生産性の向

上を図る必要があります。 
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表１－１(１)  人口の推移（国勢調査） 

区 分 
昭和 55 年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 8,496 人 7,985 人 △6.0％ 6,974 人 △12.7％ 5,865 人 △15.9％ 5,378 人 △8.3 

0 歳～14 歳 1,954 人 1,398 人 △28.5％ 836 人 △40.2％ 625 人 △25.2％ 511 人 △18.2％ 

15歳～64歳 5,608 人 5,165 人 △7.9％ 3,917 人 △24.2％ 2,962 人 △24.4％ 2,489 人 △16.0％ 

 うち 

15 歳～ 

29 歳 

（a） 

1,523 人 1,052 人 △30.9％ 794 人 △24.5％ 509 人 △35.9％ 448 人 △12.0％ 

65 歳以上 

（ｂ） 
934 人 1,422 人 52.2％ 2,221 人 56.2％ 2,278 人 2.6％ 2,378 人 4.4％ 

(a)/総数 

若年者比率 
23.0％ 13.2％ － 11.3％ － 8.7％ － 8.3％ － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
11.0％ 17.8％ － 31.9％ － 38.8％ － 44.2％ － 

 

 

表１－１(２)  人口の見通し（国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口） 
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（３）行財政の状況 

① 行財政の現況と動向 

平成 22 年度以降、プライマリーバランスに配慮した行財政運営を進めてきた結果、年々公

債費比率は減少を続け数値が改善されましたが、ここ数年はインフラ事業や防災対策事業及

び災害復旧事業の増加等により上昇に転じています。 

歳出に占める起債償還額は、平成 27 年度決算の 397,365 千円（9.6％）から令和２年度決

算では 464,209 千円（9.7％）と微増傾向にあります。人件費においては平成 27 年度 537,557

千円から令和２年度 714,993 千円と 177,436 千円増加するなど、義務的経費は増加傾向とな

っております。 

本村の財政事情はここ数年の財政運営手法が奏功し改善されてきましたが、歳入において

は令和２年度決算における村税の構成比が 9.6％で、使用料等を含めた自主財源比率において

も 21.3％と依然として低い状況にあり、地方交付税や国・県補助金等に大きく依存する体質

からは脱却できてない状況が続いております。不透明な国内景気や、地域経済の低迷、人口

減少など、今後においても自主財源の大幅な増加は見込めない状況にあります。 

このような現状を踏まえ、村の行財政はその運営に一層の厳しさが加わっていくものと推

測されることから、行財政の運営においては、健全財政の堅持を至上命題とし、限られた財

源と人員において新たな行政需要・課題に対応できる行政機構を構築していかなければなり

ません。 

 

表１－２(1) 財政の状況                       （単位：千円） 
区   分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和２年度 

歳 入 総 額 Ａ 
一 般 財 源 
国 庫 支 出 金 
都道府県支出金 
地  方  債 

うち 過 疎 債 
そ の 他 

歳 出 総 額 Ｂ 
義 務 的 経 費 
投 資 的 経 費 

うち普通建設事業 
そ  の  他 
過疎対策事業費 

歳入歳出差引額 Ｃ(Ａ－Ｂ) 
翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 

実質収支  Ｃ－Ｄ 

4,876,370 
2,848,089 
1,089,490 
220,360 
388,600 
99,200 
329,831 

4,502,677 
1,523,368 
943,869 
943,288 

2,035,440 
10,949 
373,693 
227,212 
146,481 

4,408,613 
2,863,222 
331,740 
370,346 
476,700 
287,700 
366,605 

4,160,649 
1,296,084 
689,986 
689,986 

2,174,579 
425,694 
247,964 
65,321 
182,643 

4,920,961 
2,855,864 
904,675 
215,105 
368,350 
279,700 
576,967 

4,785,306 
1,571,629 
705,874 
699,277 

2,507,803 
355,512 
135,655 
29,089 
106,566 

財 政 力 指 数  
公 債 費 負 担 比 率  
実 質 公 債 費 比 率  
起 債 制 限 比 率 
経 常 収 支 比 率 
将 来 負 担 比 率 
地 方 債 現 在 髙 

0.18 
13.4 
13.7 
9.2 
74.7 
15.8 

3,855,870 

0.18 
11.8 
3.9 
0.1 
74.6 

－ 
4,101,350 

0.21 
14.2 
6.9 
2.1 
82.1 

－ 
4,433,099 
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② 施設整備水準等の現況と動向 

本村は、厳しい財政状況の中、道路、上下水道、学校教育施設、文化施設、農林業施設及び

福祉施設の整備を進めてきました。 

   その結果、令和２年度末における公共施設の整備率は、道路の改良率 80.1％、舗装率 75.2％、

水道普及率 90.3％、水洗化率 65.7％と二戸地域の近隣市町と比べても高く、インフラの整備

は進んでいます。 

しかしながら今後においては、主に昭和 50 年代に整備された公共施設の老朽化が進み、従

来と同様の大規模改修・建替えの投資を継続していくと、今後突出して費用が多くなる年が

あることから、事業費の平準化を図る必要があります。また、統合して村内１校となった小

学校施設の整備など、新たな建設事業も想定されるため、中⾧期的な視点による計画的・戦

略的な公共施設の再編成、管理に取り組む必要があります。 

 

表１－２(2) 主要公共施設等の整備状況 

区    分 
昭和 55 

年度末 

平成２ 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和２ 

年度末 

市 町 村 道 

改 良 率 （％） 

舗 装 率 （％） 

農     道 

延   ⾧ （ｍ） 

耕地１ha 当たり農道延⾧(ｍ) 

林     道 

延   ⾧ （ｍ） 

林野１ha 当たり林道延⾧(ｍ) 

水 道 普 及 率 (％) 

水 洗 化 率(％) 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数   (床) 

 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

69.6 

― 

 

3.5 

 

― 

― 

 

 

 

 

 

4.11 

86.6 

― 

 

4.4 

 

79.6 

55.4 

 

 

0.17 

 

43,287 

4.86 

86.6 

9.3 

 

6.1 

 

80.1 

74.5 

   

 

20.6 

 

55,358 

5.42 

90.2 

43.2 

 

0 

 

80.1 

75.2 

 

38,975 

21.2 

 

55,358 

5.51 

90.3 

65.7 

 

0 
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

 本村では、これまでの過疎対策により、農業をはじめとする産業の振興や福祉・医療の充実、

生活インフラなど社会資本の整備、良質な教育環境の確保など一定の成果を上げてきました。 

しかしながら、国勢調査による九戸村の人口は、この 30 年で 2,607 人（32.7％）も減少し、少

子高齢化に歯止めがかからない状況が続いています。 

このため、岩手県過疎地域持続的発展方針に基づき、九戸村総合発展計画及び九戸村ふるさと

振興戦略との整合性を図りながら、『小さくとも活力と笑顔あふれるしあわせの郷 九戸村』を将

来像とし、『手をとり合い共に挑む、豊かな暮らしのむらづくり』を基本方針に据え、定住人口の

拡大を図るための諸施策を実施し、村の持続的な発展を目指します。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

 基本方針に基づき、計画期間内に達成すべき基本目標を次のように掲げます。 

 

基本目標１ 力強い産業が育つむら 

① 安全・安心な職を提供する自立した農業の実現に向け、多面的な農業振興施策を総合的・

計画的に推進し、持続可能な農業を目指します。 

② 森林の持つ多面的機能の持続的発揮と効率的な林業経営の確立に向け、計画的な森林整

備の促進と森林の保全・活用に努めます。 

③ にぎわいと活力あふれる村づくりの一環として、商工会と連携し、魅力ある商業環境づ

くりを進め、商業の活性化を図ります。 

④ 地域経済の活性化と雇用の場の確保に向け、本村の持つ優位性を広く情報発信しながら、

企業誘致活動を進めるとともに、既存企業の体質強化を促進します。 

⑤ 交流人口の増加と地域活性化に向け、既存観光施設の適正な管理と有機的な連携を図り、

観光・交流機能の拡充に努めます。 

⑥ 雇用機会の確保及び雇用の促進、定住対策の充実に努め、人口減の緩和や地域の活性化

を図ります。 

 

基本目標２ 子どもの笑顔があふれ健やかに暮らせるむら 

① 保育サービスの充実をはじめ、安心して子供を産み育てられる環境づくりに取り組みな

がら出生数の増加を目指すとともに、子育てに関する学習や交流を通じて家庭と地域の子

育て力の向上を図ります。 

② 特定健診や各種がん検診の受診率向上に努めるとともに心の健康づくり活動及び食育活

動を推進します。さらに歯科を含めた医療体制の充実について、県並びに関係機関・団体

へ要望していきます。 

③ 社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア団体など各種団体との連

携を強化するとともに、地域も交えた地域福祉の向上に努めます。 

④ 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、社会参加や在宅生活への支援を充

実させるとともに、高齢者施策の充実に努めともに支え合う地域づくりの推進に努めます。 

⑤ 障がい者が地域社会の一員として自立した生活ができるよう、障害福祉サービスの定着
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や充実を図るとともに、地域で関わり合える社会環境づくりを推進します。 

 

基本目標３ 心豊かな村民を育む教育・文化のむら 

① 幼児から高齢者まで生涯にわたって自らを高め豊かな人生を送れるよう、学校教育との

連携を図りながら、主体的に学べる社会教育・生涯学習の充実に努めます。 

② すべての村民が、それぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行える環境づくりを支

援します。 

③ 教職員研修の充実・推進に努めるとともに、それぞれの学校での特色ある教育活動を支

援します。 

④ 青少年の健全育成を目指し、関係機関・団体、家庭などが一体となって取り組む体制を

確立し、みんなで青少年を守り育てる社会環境の整備を図ります。 

⑤ 村民主体の芸術・文化活動を支援するとともに、国指定史跡「黒山の昔穴遺跡」をはじ

めとする史跡の保存・整備と無形文化財の保護に努め、これらの総合的な活用を推進しま

す。 

 

基本目標４ 美しい自然と環境を守るむら 

 ① 自然環境と調和した持続可能な循環型社会の形成に積極的に取り組み、村民が生涯にわ

たって快適に暮らせる自然環境づくりを推進します。 

 ② ごみの分別・リサイクル活動の一層の推進を図り、ごみの減量化と再生利用に積極的に

取り組みます。 

 ③ 村民が親しみやすい公園・緑地を身近に整備し、快適で潤いのある魅力的な空間づくり

に取り組みます。 

 

基本目標５ 安心・安全で快適な生活のむら 

① 広域的アクセスの向上と村内地域間の連携強化、安全性・利便性の向上に向け、村内道

路網の計画的な整備を進めるとともに、事業者との連携のもと村民の身近な公共交通機関

の充実に努めます。 

② 定住促進を図るため、村営住宅の建て替えを計画的に進めるとともに、若者定住促進住

宅の整備に取り組みます。 

③ 安全な水を安定して供給するための上水道事業運営に努めるとともに、水道未普及地区

における飲料水の安定確保に努めます。また、下水道への接続及び浄化槽設置の奨励によ

り、水洗化率の向上を目指すとともに、下水道施設の適正な維持管理及び経営の安定化を

目指します。 

④ 交通事故や犯罪のない明るい地域社会を実現するため、村民、関係機関・団体等が連携

し、交通安全・防犯意識の高揚を図り、安全で安心して暮らせるむらづくりを推進します。 

⑤ 地域防災の体制強化や資機材の整備充実に努め、安心して暮らせる総合的な防災対策を

推進します。 

 

基本目標６ みんなでつくる持続可能な協働のむら 
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 ① 地域社会における課題解決の仕組みづくりに向け、住民参画のむらづくりを目指すとと

もに、地域コミュニティ活動の拡充と活性化への取り組みを支援します。 

 ② 男女が互いに人権を尊重しつつ、個性と能力を充分に発揮し、自分らしく輝いて暮らせ

る社会の実現に向け、男女共同参画プランに基づく意識づくりや環境づくりを進めます。 

 ③ 住民に信頼され安心して生活できる行財政運営を進めるため、事務の効率化に取り組み

ながら財政の健全化・行政サービスの充実、職員の資質向上を図ります。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

村の将来像を実現するには、計画に掲げる施策や事業を着実に実行するとともに成果を検

証し、必要に応じて計画を見直していくことが必要です。 

 本計画においても、九戸村総合発展計画等の関連計画と整合性を含め、ＰＤＣＡサイクル

による検証を行います。 

 計画の点検・評価に当たっては、各課で毎年度の事業実績や検証結果をもとに、ヒアリン

グを実施し村全体で点検及び評価を実施します。 

 

（７）計画期間 

 計画期間は、令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの 5 箇年とします。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

   九戸村公共施設等総合管理計画（令和５年度改訂）における公共施設等の管理に関する基

本方針は以下のとおりとなっています。 

① 供給量の適正化 

     将来の人口動態や財政状況を踏まえ、統合、廃止、規模の縮小及び取壊し等により効

率的な施設の配置を行い「供給量の適正化」を検討します。 

② 既存施設の有効活用 

     老朽化の状況や利用実態及び需要の見通しを踏まえ、今後も継続する施設については、

計画的な修繕・改善による施設の品質の保持や機能の改善に努め、施設の⾧寿命化を推

進し「既存施設の有効活用」を図っていきます。 

③ 効率的な管理・運営 

     情報 の一元管理や共 有を図るための 管理シ ステムの構築、 公共施 設の将来の      

維持管理費用を平準化、全庁的な推進体制の確立及び民間活力の導入の検討などにより、

財政負担の軽減を図り「効率的な管理・運営」を推進します。 

   

本計画においても「九戸村公共施設等総合管理計画」の方針を踏まえ、施設ごとの特性を

考慮し、将来見込まれる財政規模の変化に応じた施設保有量の適正化や次世代負担を見据え、

「更新」「廃止」「規模の縮小」「取壊し等」に配慮した計画を策定することで、持続可能な行

政運営を前提とし計画を推進します。 
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

全国的に人口が減少していく中で、本村としても人口減少に一定の歯止めをかけることは

容易ではありません。これまでの月並みの対策ではなく、総合的かつ果敢な対策により「移

住」「定住」をいかに促進していくかが問われます。また、これまでの取り組みでは、他の地

域との人的交流や情報発信が必ずしも十分とは言えず、交通手段や情報機器の進化により、

人の活動範囲が格段に広がり、ＳＮＳなどを通じて情報が拡散する中で「九戸村を知っても

らうこと」「実際に来てもらい理解していただくこと」「お互いに協力し合うこと」が重要と

なってきています。 

 
（１）現況と問題点 

① 移住・定住 

本村では、村外への転出等による人口減少を食い止めるため、村営住宅や若者定住促進

住宅の整備に取り組んでおり、一定の定住効果が認められます。 

しかし、村営住宅や若者定住促進住宅は入居率が高いうえに、単身世帯は原則対象外と

なっており、また入居要件を満たす家族であっても転入のタイミングに合わせて入居する

ことが難しいなど、転入者を増やしていくうえでの課題があります。 

さらに、全国的に問題となっている空き家の増加も周囲の景観及び住環境への様々な問

題を引き起こしています。空き家の増加が地域活力の低下を招き、ひいては地域コミュニ

ティの維持が困難になるなど、地域振興を目的とした定住促進に影響を及ぼすため、早急

な対応が必要となっています。 

 

② 地域間交流の促進 

二戸地域は、かねてより行政区域を越えて生活圏を共有し、社会及び経済の面で結びつ

きが深いことから、これまでも消防・救急、ごみやし尿処理など、広域で連携した取り組

みを進めることで効率的な行政運営を行ってきました。しかしながら、現在の著しい人口

減少により、地域経済の縮小や停滞、地域コミュニティ機能の弱体化、財政規模の縮小に

よる行政サービスの低下等、様々な問題も懸念されていることから、今後、村内外の関係

機関や団体と連携し、交流や施策を展開することが重要となってきています。 

 

③ 人材育成 

これまで村民が主役となり、地域課題の解決や地域の活性化が図られるよう地域コミュ

ニティ活動への支援や活動を担う人材の育成に努めてきましたが、現在、人口減少や高齢

化の進展、価値観の多様化などを背景として、仕事や地域活動をはじめとするあらゆる分

野で担い手の不足が顕在化しています。コミュニティは、自治会だけでなく、ＰＴＡであ

ったり、スポーツや文化芸能の活動の集まりであったり、住民をつなぎ生活を豊かにする

地域の潤いとなるもので、その活性化こそが地域の魅力となり、定住促進の原動力ともな

ります。高齢化により、そうしたコミュニティ活動をけん引する担い手不足が懸念されて

おり、改めて、地域やコミュニティの活性化に向けた対策が求められています。 
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（２）その対策 
① 移住・定住  

  〇村内雇用・定住マッチング支援 
・関係機関と連携しながら、村内企業・事業者の求人情報を収集し、求職者とのマッチ

ングを支援しながら、定住につなげていきます。 

〇土地利用計画による不動産の流動化を促進 

   ・村内の土地利用状況に沿った今後の土地利用計画を策定し、計画に沿った住宅施策を

展開していきます。 

   ・民間関係者と研究会等を開催し、不動産の流動化による宅地開発や利用希望者とのマ

ッチングを促進します。 

〇未利用地や空き家の有効活用 

   ・未利用の私有地や空き家等の状況を把握し、有効活用策を検討します。 

   ・空き家リフォーム経費を助成します。 

〇村営住宅の利用方法の見直し 

   ・村営若者定住促進住宅の入居条件を見直し、転入者の受け入れを促進します。 

〇移住・定住に係る住居費用等の助成 

   ・新婚世帯、子育て世帯の移住・定住に係る住宅費用や通勤費用を助成します。 

   ・子育て世帯の空き家リフォーム経費を助成します。 

  〇情報発信の強化 

・「広報くのへ」や村ホームページの充実を図り、村民が参加するリアルな情報発信に努

めるほか、九戸村公式 YouTube などＳＮＳの活用を推進します。 

・村内外の若者向け情報紙等を作成・発信し、若い世代の定住交流を促す情報発信を強

化します。 

② 地域間交流の促進 

〇外部人材の活用・交流 

・総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用し、村外から隊員を受け入れ、九戸村の活

性化に取り組んでいただきます。 

・大手企業と連携し、総務省の「地域おこし企業人」制度を活用し、企業の社員を派遣

していただき、九戸村の活性化に取り組んでいただきます。 

・県内外の専門家からアドバイスいただく機会を設けます。 

・村外の関係人口・交流人口を拡大し、実際に来村していただき、村内の諸行事に参 

加、協力していただけるような新たなネットワークを構築します。 

  〇大学・専門学校と連携 

・大学や専門学校等と連携し、さまざまな分野でご協力いただく機会を増やします。 

③ 人材育成 

〇地域組織のあり方検討 

   高齢化が進む中で、地域によっては自治会役員とりわけ事務局の人選に苦慮するケース

が顕在化するなど、地域組織の存続が危ぶまれる状況にあるため、そのあり方について検

討する機会を設けます。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

１ 移住・定住・地域

間交流の促進、人材

育成 

（1）移住・定住 村ホームページの改修 村  

空き家パンフレット作製 村  

（2）地域間交

流の促進 
地域おこし協力隊活動推進事業 村  

地域おこし起業人活動推進事業 村  

（4）過疎地域

持続的発展特

別事業 

【移住・定住】 

移住者空き家改修事業費補助金 

（事業内容）移住希望者が居住用に村
内の空き家を改修する際に支援を行う。 
（必要性）移住の際、住居確保が大き
な負担となっていることから経費軽
減を図る必要がある。 
（事業効果）住宅確保にかかる経費の
減少が移住促進につながる。 

村  

移住者通勤費支援補助金 

（事業内容）子育て世代の移住者に通
勤費用の一部支援を行う。 
（必要性）移住の際、職場との遠距離
化が大きな負担となっていることか
ら軽減を図る必要がある。 
（事業効果）村外への通勤にかかる経
費の減少が移住促進につながる。 

村  

九戸村結婚新生活支援補助金 

（事業内容）婚姻に伴う新生活に対し
て支援を行う。 
（必要性）人口減少対策に資するた
め、安定した結婚生活の維持を推進す
る必要がある。 
（事業効果）人口減少の抑止により地
域の活性化が見込まれ、住民の定住促
進につながる。 

村  

住宅リフォーム促進事業 

（事業内容）住宅の改修工事に対して
支援を行う。 
（必要性）住民の生活環境の向上を図
る必要がある。 
（事業効果）住環境の改善及び村内産
業の雇用の創出につながる。 

村  

定住促進事業 
（事業内容）村内に定住のため住宅を
取得する際に支援を行う。 
（必要性）定住者の負担軽減と村内に
定住を促すため必要がある。 
（事業効果）定住促進が図られ地域の
活性化につながる。 

村  
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３．産業の振興 

  産業の振興は、過疎地域の活性化・自立を目指す上で最大の課題です。本村の持つ地域特性・

地域資源を有効に活かしながら産業の振興を図るとともに、農・林・商・工の連携を深め、就

労の場を確保し、人口の定住化に努めます。 

 

（１）現況と問題点 

① 農業 

農業は本村の基幹産業であり、水田、畑地、山林等が混在する立地条件の中で、稲作を

中心に野菜、花卉、葉たばこ、畜産及び林業を組み合せた複合経営によって営まれてきま

した。 

しかし近年は、農業従事者の高齢化や担い手不足、兼業化の進行による農業労働者の脆

弱化、遊休農地の増加による利用率の低下など、多くの問題を抱え本村農業情勢は一層厳

しさを増しています。 

このような状況の中にあって、農業生産基盤の整備を進めながら農地の集積や流動化に

よる農業資源の有効活用や新技術の導入を図るとともに、農業後継者及び新規就農者の育

成・確保体制の整備、認定農業者の確保、集落営農の組織化など次代の担い手確保対策を

推進する必要があります。 

また、本村の持つ自然的、社会的条件を生かし、地域の有機物資源を有効活用した安全

で安心な農産物の供給のための地域資源循環型への取り組みにより、市場競争力のある販

売戦略の構築を推進していく必要があります。 

② 林業 

林業は豊富な森林資源を有した本村の重要産業ですが、森林所有者の大半は保有面積の

零細な経営となっており、農業と同様に労働者の高齢化や後継者問題を抱えている状況に

あります。加えて、不在地主を起因とする山林の管理・保全の低下、木材価格の低迷によ

る林業所得の伸び悩みなど、林業振興を取り巻く情勢は厳しさを増しています。 

このようなことから、林道や作業道等の生産基盤の整備を進め、適正な森林管理を行う

ために森林組合、林業事業体との連携を強め、担い手の確保・育成、機械化等による就労

条件の改善により林業経営体制の確立を進め、効果的な森林整備と効率的な林業経営を図

るため、国や県補助事業の有効活用に向けた支援を進める必要があります。 

また、木質バイオマス利用等による新たな木材需要が見込まれており、多様なニーズに

応じた地域材の安定生産とともに、森林の持つ水源のかん養、自然環境の保全等公益的機

能の維持に配慮し、住民の憩いの場の提供など森林資源の総合的な活用を図る必要があり

ます。 

③ 畜産 

本村の畜産は、土地利用型として乳用牛や肉用牛、土地集約型として養豚やブロイラー

が飼育されており、本村産業の基幹となっていますが、従事者の高齢化による畜産農家の

減少、生産コストの増加などにより厳しい情勢にあります。 

このような状況の中で、今後は稲作などの耕種農家との連携を強化し、家畜排せつ物の
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適正処理と堆肥の有効利用による環境に配慮した地域資源循環型農業を推進するとともに、

遊休化している農地の活用による飼料自給率の向上と村営の公共牧場を活用した生産コス

トの低減化を進め、畜産経営の安定化を図ることが重要です。 

④ 商業 

商業をめぐる状況では、空き店舗の増加が挙げられます。これは売り上げの低迷、過疎

化が大きな要因で、商業者は高齢化と後継者不足による廃業を余儀なくされ、消費者にと

っては身近な小売店等の減少による利便性の低下を招いています。 

また、近隣市町における大型店の増加により購買力が村外に流失していることに加え、

村内にもチェーン店が進出するなど地元商業者を取り巻く状況は厳しさを増しています。

その結果、身近な商業者の閉店等により、消費者は利便性の低下とともに高齢社会におけ

る情報交換の場の減少という派生問題にも直面しています。 

このような状況を打開するため、商工会との連携を強化し、住民生活に密着した魅力あ

る商店街の整備・育成を図っていく必要があります。 

⑤ 工業及び企業誘致 

企業誘致は、雇用の確保と地域経済活性化のために最も重視する施策の１つです。村に

は現在誘致企業が２社あり、本村の雇用に大きく貢献しています。村では、これまで「企

業誘致促進委員会」を設置し、情報収集や企業訪問を行うなど企業誘致に積極的に取り組

んできましたが、市町村間競争もある中、本村における企業誘致は依然厳しい状況にあり

ます。過疎からの自立のためには、雇用機会の拡大、村民所得の向上、人口の定住化を図

る必要があることから、企業誘致は大きな課題となっています。 

⑥ 観光 

本村の観光資源は、岩手県北随一の眺望と東北有数のヒメボタル群生地で知られる県立

自然公園折爪岳と、コロポックルランド、くのへスキー場とその周辺に整備されたパーク

ゴルフ場、ふるさとの湯っこなどのレジャー施設が主なものです。特にヒメボタルが飛び

交う県立自然公園折爪岳やパークゴルフ場は村外からも多くの人が訪れにぎわっています。 

一方で、近年におけるレジャーの多様化などにより、くのへスキー場やコロポックルラ

ンドの来場者が激減する中、施設の老朽化による修繕費の増加が財政を圧迫するなど、存

廃の議論も含め費用対効果の検証が強く求められています。 

 

（２）その対策 

① 農業については、「第３次九戸村総合発展計画」や「九戸農業振興地域整備計画」に示し

た村づくりの方向をもとに、地域農家の協調活性化による効率の高い地域ぐるみ農業の形

成を促すとともに、食料自給率の向上や農家所得増大のための生産基盤整備とこれを支え

る生活環境整備を進めていく必要があります。 

・基幹水利施設は経年とともに劣化しているため、基幹水利施設ストックマネジメント

事業及び農業水路等⾧寿命化・防災減災事業において関連施設の修繕・更新を行います。 

・農地基盤整備事業を進めて、農地の集積・集約化を図り生産基盤・経営条件の整備強

化を積極的に推進し、農業経営の効率化を図ります。 

・農業基盤整備費を助成するとともに、スマート農業の導入・普及により、農業の省 力
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化と生産性向上を支援します。 

・農業生産者の課題に向き合い、地産地消の一層の推進と販路開拓に努め、所得向上や

規模拡大を支援します。 

・本村の持つ自然条件を生かした付加価値を高めた農業、有機物資源を最大限に生かし

た地域資源循環型農業を推進し、本村農業のブランドづくりにより市場競争力のある産

地形成を図ります。 

・本村農業担い手の中核となる認定農業者や中核農家の支援はもちろんのこと、新規就

農に向けた研修施設であるナインズファームの体制強化を図り、新規就農者やＵターン

者等を積極的に支援しながら担い手の育成確保を図っていきます。 

・快適で美しい農村空間、居住環境を形成するため、農地の多面的機能を維持・形成す

る中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払制度を推進します。 

② 林業については、自然環境保全等を考慮しながら、豊富な森林資源を生かすため、森林

環境譲与税等を活用し、森林組合等意欲ある林業経営体の育成強化と森林経営計画の作成

による施業の集約化等、計画的な森林整備を進める必要があります。 

・多様なニーズに対応した地域材の安定供給体制の構築と森林資源の循環利用を図りま

す。 

・高性能林業機械の導入や林道等の基盤整備を推進して就労環境の改善を図り林業の魅

力を高め、後継者の育成と林業経営の安定化を図ります。 

・木炭などの林産物の安定供給のための品質や生産技術の向上を図り、販路の拡大に努

めながら新たな林産物の開発等により付加価値を高め、経営安定を図ります。 

・森林の持つ多面的機能を、観光やレクリエーション、環境保全、防災、教育などの村

の諸施策に生かして参ります。 

・荒廃した山林資源を再生し、将来にわたって持続可能な自伐型林業の担い手を育成し

ていきます。 

・山林資源を資源循環できる村づくりをめざし、木質バイオマスの村内活用を促進しま

す。 

③ 畜産については、一経営体あたりの飼養頭羽数の増加、飼養管理技術の向上や優良素牛

の導入、牛群検定による個体能力の向上、良質自給飼料の増産確保及び防疫体制の徹底を

図りながら高品質、安全で安心な畜産物の安定供給が必要です。 

・国や県補助事業等による生産基盤の整備、公共牧場の利用促進を図り、家畜の飼養に

係るコストの低減を図ります。 

・環境保全の面から、家畜排せつ物の有効利用に努め、良質堆肥の生産と耕畜連携によ

る資源循環型農業の確立を図ります。 

・村内養鶏事業者と連携しながら、全国有数の養鶏産地である本村をアピールしていく

とともに、環境整備や人材確保を支援していきます。  

④ 商業については、まちの駅「まさざね館」等を活用した事業の展開と、400 年の歴史があ 

る市日を連動させた、にぎわいの創出促進が必要です。 

・村内各地でファーマーズマーケットを定期的に開催し、地域のにぎわいを図ります。 

・「市日」のにぎわいを活用し、各店舗への周遊効果を目指します。 
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・「九戸村中小企業金融対策資金利子補給事業」を継続し、安定的な経営体を育成します。 

・事業者が設備の充実と経営の改善を図るための借り入れに対し利子補給を行います。 

・地域の歴史、特色、及び個性を活かしたまちの駅「まさざね館」周辺の整備を進め、更

なるにぎわいづくりの創出と商店街活性化を推進します。 

⑤ 工業及び企業誘致については、経済が低迷する中、厳しい状況にありますが、工場設置 

奨励条例に基づく課税免除、利子補給、雇用奨励金など独自の立地支援制度に加え、企業 

立地促進法による指定、さらには八戸自動車道九戸インターチェンジに近接する工業団地 

の立地的優位性をＰＲするなど企業誘致活動を積極的に推進する必要があります。 

また、既存企業の育成強化を行い、村民の雇用機会の確保が必要です。 

    ・既存企業の支援と育成のため商工会の指導体制の充実と制度資金、村単利子補給制度 

の活用を推進します。 

・村内立地企業と定期的に情報交換しながら、その事業の拡張に伴う雇用拡大に向けて

支援していきます。 

⑥ 観光については、本村では、これまでも様々な観光施設の整備を進めてきました。今後

は、観光志向が大きく変化し多様化する中で、老朽化が進む既存施設の適正な管理と有機

的な連携を図っていく必要があります。 

・増改築により規模を拡大した産直施設「オドデ館」の出展者の売上向上を目指します。 

・集出荷施設や加工施設を整備し、村内生産物、商品の高付加価値化と外販・通販強化

により売上拡大を図ります。 

・各施設とも利用者の利便性と安全性を確保しながら、観光案内板といった設備を充実

させるとともに、サービスを提供する人材の育成に努め豊かな自然に恵まれた立地条件

を活かした観光を推進します。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

２ 産業の振興 （1）基盤整備 

【農業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【林業】 

農業生産基盤整備事業 村 
 

土地改良総合整備事業 団体 
 

基幹水利ストックマネジメント

事業 
県 

 

通作条件整備事業 県 
 

農業用機械リース事業 村 
 

経営体育成支援事業 村・団体 
 

強い農業・担い手づくり総合支

援交付金事業 
村・団体  

草地畜産基盤整備事業 団体  

畜産基盤再編整備事業 団体  

畜産競争力強化整備事業 村・団体  

林業成⾧産業化総合対策事業 村・団体  

九戸村林業基盤整備事業 団体  

(4)地場産業の

振興 

【生産施設】 

【 流 通 販 売 施

設】 

特産品等推進事業 村 
 

集出荷施設整備事業 村 
 

農産物加工施設整備事業 村 
 

(7) 商業 

【共同利用施

設】 

まちの駅周辺整備事業 村 
 

ふれあい広場周辺整備事業 村 
 

(9) 観 光 又 は

レクリエーシ

ョン 

折爪岳駐車場整備事業 村  

ふるさとの館周辺整備事業 村  
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(10)過疎地域

持続的発展特

別事業 

【その他】 

 

 

九戸村中小企業金融対策資金利

子補給補助金 

（事業内容）村内に事業所を有する中
小企業に利子補給を行う。 
（必要性）経営安定のため支援の必要
がある。 
（事業効果）中小企業の経営安定によ
り地域活性化が見込まれる。 

商工会  

九戸村総合公社施設管理運営委

託事業 

（事業内容）九戸村総合公社が行う施
設管理、運営事業に支援を行う。 
（必要性）施設の老朽化や運営基盤が
安定していないことから支援の必要
がある。 
（事業効果）経営の安定によりさらな
る集客が見込まれる。 

公社  

小規模土地改良事業補助金 

（事業内容）農業振興を促進するため
の農業生産基盤の整備、農業生産の向
上を図ることを目的に補助するもの
である。 
（必要性）農業経営の向上化が図られ
る。 
（事業効果）農業生産基盤の整備をす
ることにより、農業生産の向上が図ら
れ、さらには経営の安定により担い手
の確保につながる。 

団体  

一般社団法人ナインズファーム

支援事業 

（事業内容）農業の担い手育成を行
う。 
（必要性）村が基幹産業と位置付ける
農業において、後継者不足が深刻な課
題となっている。 
（事業効果）研修生を募集・指導する
ことにより農家人口の拡充に大きく
寄与することが期待される。 

団体  

九戸村商工会運営事業補助金 

（事業内容）商工会運営事業への支援
を行う。 
（必要性）村内商店及び事業所への支
援強化を図るため、商工会の運営強化
の必要がある。 
（事業効果）商工業者への支援が安定
することで、地域の活性化につなが
る。 

商工会  

農業制度資金利子補給事業 

（事業内容）金融機関と協力して、政
策に合う経営を行う農家等に対して、
利子補給を行う。 
（必要性）安定した農業経営のため支
援が必要である。 
（事業効果）収穫量、価格変動等によ
り影響を受けやすいことから、農業者
が経営に円滑・有利に借りられ経営の
安定が図られる。 

村  
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養豚経営安定対策事業 

（事業内容）養豚経営の収益性が悪化
した場合など補填し養豚経営の安定
を支援する。 
（必要性）安定した養豚経営が必要で
ある。 
（事業効果）経営の安定化が図られ、
産業振興及び新しい担い手の確保に
つながる。 

村  

ブロイラー価格安定対策事業 

（事業内容）ブロイラー生産農家の経
営安定を図るため、基準価格を下回っ
た場合に補填金を交付する。 
（必要性）安定したブロイラー経営の
ため支援が必要である。 
（事業効果）経営の安定化が図られ、
産業振興及び新しい担い手の確保に
つながる。 

村  

野菜価格安定対策事業 

（事業内容）野菜生産農家の経営安定
を図るため、基準価格を下回った場合
に補填金を交付する。 
（必要性）安定した農業経営のため支
援が必要である。 
（事業効果）経営の安定化が図られ、
産業振興及び新しい担い手の確保に
つながる。 

村  

新卒者ふるさと雇用支援奨励事業 

（事業内容）新卒者を雇用した村内事
業主に対し支援を行う。 
（必要性）新卒者の雇用拡大と地元へ
の定着を促進する必要がある。 
（事業効果）事業者の経営安定と新卒
者雇用創出により地域活性化につな
がる。 

村  

（11）その他 
地域農業計画実践支援事業 JA・団体 

 

農林業振興対策事業 
村・JA・

団体 

 

農畜産物価格安定事業 村  

農林業振興基金積立金 村  

りんどう生産拡大支援事業 JA・団体  

経営支援対策事業 農家 
 

担い手育成支援事業 村 
 

多面的機能直接支払交付金事業 対象地域 
 

中山間地域等直接支払交付金事

業 
対象地域 
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森林整備地域活動支援交付金事

業 
村 

 

農地パトロール用自動車 ３台 村  

商工業振興基金積立金 村  

工業団地周辺整備事業 村  

 

（４）産業振興促進事項 

① 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業     種 計 画 期 間 備考 

九戸村全域 農林水産物等販売業、製造業、旅館

業、情報サービス業等 

令和８年４月１日 ～ 

令和１３年３月３１日  

 

 

② 当該業種の振興をするために行う事業の内容 

   上記「（２）その対策」及び「（３）事業計画」のとおり 

    加えて、産業振興については周辺市町村と連携し広域的な取組を推進します。 
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４．地域における情報化 

情報化は過疎地における情報格差解消のための有効な手段であることから、今後においても

積極的に整備を進めて参ります。 

 

（１）現況と問題点 

近年の急速な高度情報通信社会の進展は、地理的、時間的不利性を持つ過疎地域において、

その制約や非効率性を解決する有効な手段です。 

本村でも住民サービスの向上や事務の効率化を図る目的で、行政事務の電算処理化を進め

てきましたが、情報処理技術や通信技術の進歩は著しいことから、常に、より便利で効率的

な技術の導入を図り、さらなる行政事務の高度化・効率化を推進する必要があります。 

   現在は、災害発生時などの緊急情報を防災行政無線や LINE で配信しており、今後は一人

暮らしの高齢者や障がい者など、情報を受け取りにくい方々にも確実に伝わる仕組みを整え

ることが求められます。併せて、情報通信のための設備等の維持管理を行い、安定的に情報

配信できる環境づくりが必要不可欠です。こうしたＩＣＴ事業を進める上で、セキュリティ

対策に関する知識や技能を持つ人材の確保・育成が課題となっています。 

 

（２）その対策 

        ・情報流出、漏えい等を防止し、情報システムの信頼性や安全性を高めるため、情報提供、

普及、啓発等の情報セキュリティ対策を推進します。 

・ＩＣＴに携わる人材育成のため講習等を実施し、ＩＣＴにより社会課題の解決や新たな

サービスの創出、利便性の向上に寄与できる人材の育成を支援します。 

・ＩＣＴ技術の活用や普及を推進し、村民がＩＣＴに触れる機会を増やすことでＩＣＴ人

材の育成を図ります。 

   ・地域における通信環境の向上はもとより、災害時の通信手段や情報伝達の方法について

効果的な方法を検討します。 

   ・村民が安定的に情報を得るため、情報通信設備の維持管理を行います。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

３ 地域における情

報化 

(1) 電気通信

施 設 等 情 報 化

のための施設 

【防災行政用

無線施設】 

防災行政無線設備管理事業 村 
 

テレビジョン放送等難視聴解消
のための施設整備事業 村 

 

【その他の情

報化のための

施設】 

九戸村情報管理システム整備事

業 
村 

 

公衆無線ＬＡＮ整備事業 村 
 

(2) 過疎地域

持続的発展特

別事業 

【情報化】 

 

 

【その他】 

九戸村情報発信事業 

（事業内容）広報発行、ホームページ
管理費など情報発信に係る経費負担。 
（必要性）村内外にイベント、施策、
制度等を広範囲に発信する必要があ
る。 
（事業効果）村政情報の幅広い周知に 
より当村への関心が高まる。  

村  

証明書等庁舎外交付運営事業 

（事業内容）マイナンバーカードを利
用して、コンビニや郵便局で証明書等
を取得できることで、村民をはじめ必
要とする者の利便性の向上を図る。 
（必要性）遠方にいる者や若年層のニ
ーズに合致し、閉庁時でも取得ができ
る体制整備が必要。 
（事業効果）来庁の必要が無く閉庁を 
気にせず証明書等が取得できるため、 
住民サービスの向上につながる。 

村  
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 

道路は人々の生活や生産活動、経済の流れを機能的に結び付ける重要な社会資本で地域の活

性化を促進する基盤となるものです。今後においても積極的に整備を進めて参ります。 

 

（１）現況と問題点 

① 道路・橋りょう等 

本村の中央を北流する２級河川新井田川水系瀬月内川に沿って国道 340 号が南北に縦断

し、これに主要地方道二戸九戸線、主要地方道一戸山形線、主要地方道軽米九戸線、一般

県道戸田荷軽部線、一般県道姉帯戸田線の５県道が東西に通じ、これらを軸に村道 116 路

線が各集落を結んでいます。 

本村では、中山間地域という地理的・地形的条件を考慮して、集落を結ぶ道路網の早期

整備を推進した結果、村道については、実延⾧ 169.5km のうち改良済みは 135.8km（改良

率 80.1％）舗装済み 127.4km（舗装率 75.2％）と、県平均改良率 61.6％、舗装率 61.8％と

比べ整備率は高くなっています。 

しかし、集落道路網整備を早期に進めた結果幅員が狭く、近年の大型輸送・高速交通社

会に十分対応できない路線が多く、児童・生徒や高齢者等の安全な通行確保のために早急

な道路整備が望まれています。 

また、経年劣化に伴い安全な通行に支障をきたしている箇所も見受けられ、早急な対応

が望まれます。 

さらに、冬期間における住民の生活、通勤や通学のための安全な道路交通網確保が課題

であり、除雪機械や作業員等の除雪体制の充実を図る必要があります。 

② 農道・林道 

本村は水稲を基幹に、野菜、花卉、果樹、葉たばこ、畜産等を組み合わせた複合経営に

より農業振興を図っていますが、農業従事者の高齢化や担い手不足が問題となっており、

後継者を確保し地域農業の発展を図るため、土地基盤の整備が重要です。今後は大型機械

化体系に対応できる圃場整備及び農道整備を進め、併せて老朽化した水路の改修と水田地

帯を横断する小河川の整備等、用排水系統の改善を進める必要があります。 

林業については保有面積の小さい零細な経営規模で、農業と同様に労働者の高齢化や後

継者問題を抱えている状況にあります。このことから、担い手の確保・育成、機械化等に

よる就労条件の改善により林業経営体制の確立を進めるとともに、適切な森林整備と効率

的な林業経営を図るため、林道や作業道等の生産基盤の整備を進める必要があります。 

③ 公共交通の整備 

公共交通の体制整備のため平成17年度に患者輸送バスや福祉バスを含めた生活バス路線

網を整理統合し村内循環バスをスタートさせ、平成27年度には村内循環バス利用料金100

円化を実施しました。また、バスの利用を促すため高校通学者の定期券購入費助成及びバ

スの回数券購入費助成を実施し、令和２年度には75歳以上の方に循環バス無料乗車券を交

付しました。さらに令和6年度からは、利用者の利便性向上と経費節減を目的に循環バスの

大部分の便に替わり、デマンドバスの運行を開始しました。 
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しかし、依然として乗合バス利用者は減少し、広域路線も含めバス事業者が単独で採算

を維持することが困難な路線がほとんどであり、公的資金を投入しなければ路線廃止を免

れない状況にあります。 

（２）その対策 

① 道路・橋りょう等 

・本地域の交通の大動脈である国道 340 号の重点整備を関係機関に働きかけます。 

・国道と集落を結ぶ幅員狭小路線の 1.5 車線化などにより大型輸送・高速交通に対応し

た効率的改良舗装整備を積極的に実施します。 

・公共施設総合管理計画や⾧寿命化計画等に沿い、安全な通行の確保のための整備を実

施します。 

    ・村道等の車道及び歩道の除雪による冬期間の円滑な交通の確保のため、除雪車の更新

や除雪体制の充実を図ります。 

② 農道・林道 

    ・生産性の向上を図るため、農道や集落道、用排水施設の整備を計画的に進めます。 

    ・効率的な林業経営、適正な森林施業と地域材の安定供給を図るため、林道・作業道等

の基盤整備に努めます。 

③ 公共交通の整備 

・今後とも、バス事業者と協議を重ね、バスの利用動向を注視しつつ利用者の意見に耳

を傾けながら、さらに利便性の向上に努めるとともに、経費抑制との両立を図るため、

公共交通のあり方について引き続き検討していきます。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 

(1)市町村道 

【道路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【橋梁】 

村道田代石神田線改良舗装工事 

L=320m W=9.0m 
村 

 

村道戸田石沢線改良舗装工事 

L=4,500m W=5.0m 
村 

 

村道五郎沢舘ケ沢線改良舗装工事 

L=600m W=5.0m 
村 

 

村道丸木橋線改良舗装工事 

L=3,000m W=5.0m 
村 

 

村道丸木橋軽米線改良舗装工事 

L=2,000m W=5.0m 
村 

 

村道銚子雪屋線改良舗装工事 

L=2,000m W=5.0m 
村 

 

村道戸田高清水線改良舗装工事 

L=250m W=5.0m 
村 

 

村道大向五枚橋線改良舗装工事 

L=500m W=5.0m 
村 

 

村道板橋線改良舗装工事 

L=700m W=5.0m 
村 

 

村道蒔田線改良舗装工事 

L=50m W=5.0m 
村 

 

道路⾧寿命化工事 村 
 

道路法面工事 村 
 

橋梁⾧寿命化工事 村 
 

(2)農道 

 

農道妻ノ神西線改良舗装工事 

L=690m W=4.0m 
村 

 

農道伊保内大向線改良舗装工事 

L=600m W=4.0m 
村 

 

農道五枚橋西線改良舗装工事 

L=450m W=5.0m 
村 

 

農道戸田五郎沢線改良舗装工事 

L=1,000m W=3.0m 
村 

 

 

農道大向江刺家線改良舗装工事 

L=1,200m W=3.0m 
村 
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(3)林道 

 

林道折爪岳線修繕工事 

Ｌ=1,000m Ｗ=4.0m 
村 

 

林道雪屋横地線修繕工事 

Ｌ=2,000m Ｗ=5.0m 
村 

 

(6) 自 動 車 等 

【自動車】 

 

 

【雪上車】 

 

 

 

管理用自動車 

2000cc 1 台 
村 

 

管理用自動車 

660cc 1 台 
村 

 

除雪ドーザ 

11ｔ 
村 

 

小型除雪機 

0.9ｍ 
村 

 

(8)道路整備機

械等 

除雪車両等基地  

1,000 ㎥  
村 

 

(9) 過 疎 地 域

持続的発展特

別事業 

【公共交通】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期バス路線運行維持対策事業

費補助金 

（事業内容）民間事業者が運行する不
採算バス路線に対し支援する。 
（必要性）地域住民の生活に必要な交
通路線を確保する必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保すること
により、利便性の向上が見込まれ、定
住促進につながる。 

村  

県立二戸病院直通バス運行費補

助金 

（事業内容）民間事業者が運行する不
採算バス路線に対し支援する。 
（必要性）地域住民の生活に必要な交
通路線を確保する必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保すること
により、利便性の向上が見込まれ、定
住促進につながる。 

村  

広域生活路線維持費補助金 

（事業内容）民間事業者が運行する不
採算バス路線に対し支援する。 
（必要性）地域住民の生活に必要な交
通路線を確保する必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保すること
により、利便性の向上が見込まれ、定
住促進につながる。 

村  

バス路線利用助成事業 

（事業内容）住民を対象として、回数
券、定期券の購入に対し支援を行う。 
（必要性）利用者の確保と利便性の向
上を図る必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保すること
により、利便性の向上が見込まれ、定
住促進につながる。 

村  
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高校生通学助成事業 

（事業内容）高校通学者の乗車費用に
対して支援を行う。 
（必要性）高校通学者の通学に係る費
用負担を軽減する必要がある。 
（事業効果）進学しやすい環境整備が
定住促進につながる。 

村  

【交通施設維

持】 

 

道路管理 

村道台帳のデジタル化 

村道 116 路線 

（事業内容）村道台帳のデジタル化を
行う。 
（必要性）道路台帳の効率的な維持管
理が必要である。 
（事業効果）デジタル化により一元的
な維持管理ができ、業務の効率化と負
担の軽減が図られる。また住民の利便
性向上につながる。 

村  

河川管理 

河川台帳整備 3 河川 

（事業内容）河川台帳の整備を行う。 
（必要性）河川の効率的な維持管理を
行うため必要である。 
（事業効果）業務の効率化と負担の軽
減が図られる。また住民の利便性向上
につながる。 

村  

橋梁点検 

村道橋梁他 82 橋 

（事業内容）村管理道路（村道等）に
かかる橋梁の点検を行う。 
（必要性）橋梁の安全性を把握するた
め定期的な点検が必要である。 
（事業効果）橋梁の健全度を把握する
ことにより早期の安全対策が可能と
なる。また住民の安全安心につなが
る。 

村  

橋梁⾧寿命化計画策定 
（事業内容）村管理道路（村道等）に
かかる橋梁の⾧寿命化計画の策定を
行う。 
（必要性）橋梁の適切な維持管理のた
め計画を策定する必要がある。 
（事業効果）計画的な維持管理により
予算の平準化、コストの縮減が図ら
れ、安全性が確保される。また住民の
安全安心につながる。 

村  

道路路面性状調査及び計画策定 
（事業内容）村管理道路にかかる路面
性状を調査することにより舗装路面
の破損状態を把握し、修繕計画の策定
を行う。 
（必要性）道路の適切な維持管理のた
め計画を策定する必要がある。 
（事業効果）計画的な維持管理により
予算の平準化、コストの縮減が図ら
れ、安全性が確保される。また住民の
安全安心につながる。 

村  
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（10）その他 交通安全確保対策事業 村  
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６．生活環境の整備 

  生活環境の整備については、厳しい財政状況の中においても重点的に取り組んできました。

その結果、村道改良率 80.1％、同舗装率 75.2％、水道普及率 90.3％、水洗化率 65.7％と二戸

地域の市町村の中での整備率は高くなっていますが、定住化促進のため、さらに快適で過ごし

やすい生活環境の整備に努める必要があります。 

 

（１）現況と問題点 

① 水道 

本村の上水道は、昭和 47 年に戸田地区及び伊保内地区、昭和 48 年に江刺家地区の給水

が開始されました。現在多くの施設が老朽化しこれから耐用年数を迎えることから、今後

水道施設の再構築に多額の経費が必要となります。しかしながら、人口減少による給水人

口及び使用水量の減少に伴い水道料金収入の減少が今後予想されています。この相反する

経営環境の中で、安全、安心な水道水を安定的に供給するためには、中⾧期の視野にたっ

た計画的な事業経営が重要となります。 

② 下水処理 

快適な生活環境の確保と水質改善の要求から生活雑排水処理への関心が高まる中で、公

共下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽の整備が進められています。下水道は平成 12 年、

農業集落排水は平成 14 年に供用開始以来、整備区域を徐々に拡大し、整備区域は概成され

た状況となっています。現在、機械設備等は耐用年数が過ぎ、更新が必要な箇所が増えて

きており、補助金を活用し計画的に更新していく予定です。今後は接続率の一層の拡大を

図りながら、整備区域外については浄化槽設置促進を図り、水洗化率の向上を推進してい

きます。 

③ 廃棄物処理 

本村の一般廃棄物とし尿の処理は二戸地区広域行政事務組合において実施しています。

本村のごみの排出量は人口が減少しているにも関わらず、横ばいで推移しており、ごみの

減量化のためには、ごみの分別収集と資源回収の徹底を図る必要があります。 

④ 消防・防災 

火災や各種の災害から住民の生命、財産を守る消防防災行政は、産業経済や福祉、教育、

文化充実・発展の基盤となるもので、本村におきましても基本的で重要な行政課題です。

村の消防防災は、二戸広域消防九戸分署と消防団が緊密に連携しながら、各種の災害に対

処していますが、本村のような中山間地域では、消防団の果たす役割が大きく消防車両等

の装備や消防施設の充実に努め、消防団の活動を支援しています。 

本村の消防団は現在消防団本部及び 15 個分団で組織されており、団員の定員は 380

名ですが、近年の就業構造の変化、生活様式の多様化などにより住民の価値観も大き

く変化していく中、少子化や若年層の村外流出も相まって新入団員の確保が困難な状

況が続いています。現在の団員数は 257 名（令和７年４月１日現在）となっています

が、定員に対する充足率は 67.6％と県内平均 74.7％に届いておらず、団員確保が喫緊

の課題となっています。さらには、消防団員数に占める被雇用者団員の割合の増加、村
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外事業所等への就業などにより、平日昼間の活動団員が減少しており、有事における

消防力の低下が懸念されています。これらのことから、平成 27年度から、活動内容を

火災・災害時に特定した「機能別消防団員」制度を導入し防災体制の拡充を図っている

ところであります。 

消防施設は、消防ポンプ自動車 5台、小型動力ポンプ付積載車 10台を分団に配備し

て、計画的更新により即時対応力の確保に努めていますが、消火栓、防火水槽について

は老朽化が著しいものも見られ、今後計画的な更新と水利の確保が困難な地区に対す

る設置が求められます。 

⑤ 公営住宅 

村営住宅については平成 21 年度で９団地 101 戸の建替えは全て完了しましたが、平成初

期に建て替えた住宅については、給湯設備・浴槽等が備え付けられておらず、現代の住生

活環境には、そぐわない住宅となっています。また、経年劣化の著しい住宅もあり、⾧寿

命化計画に沿った改善や建替えの検討が必要となっています。 

⑥ 公園 

自然豊かな本村においては都市住民のような公園についての整備要望等はないものの、

村民の身近な憩いの場、都市住民と村民の交流の場としての森林公園やふれあい広場など

の既存施設の整備・充実の必要があります。 

 

（２）その対策 

① 水道 

・経年化した施設・設備については維持管理を適正に行い延命化を図る方針とし、厳し

い財政状況を鑑みて策定した「九戸村上水道事業経営戦略」に基づき更新事業を進めて

いきます。 

・施設の整備・更新のために必要な財源確保のため、令和８年度５％、令和 12 年度６％

の改訂率で水道料金を改正する計画を策定しましたが、今後の経営状況を考慮し、改正

にあたっては慎重に検討を進めていきます。 

② 下水処理 

・下水処理施設における機械設備等について、耐用年数が過ぎた箇所において計画的に

更新を進めていきます。 

・接続率の向上のため生活排水対策の大切さや浄化槽の必要性とその機能について普及

啓発に努めるとともに、「九戸村住宅リフォーム助成事業」や「合併処理浄化槽設置整備

事業」の利用を呼びかけます。 

③ 廃棄物処理 

 ・可燃ごみと不燃ごみの減量化を進めるとともに、分別徹底を推進します。 

・地域内活動や、学校教育などを通じてリサイクルの意識を高め、住民の理解と協力を

得てリサイクルの推進を図ります。 

④  消防・防災 

・消防施設、消防車両及び資機材の整備を計画的に進めていきます。 

・消火栓及び防火水槽の更新及び設置を計画的に進めていきます。 
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・消防団員確保のための勧誘及び制度の周知並びに村内児童生徒へのＰＲ活動を実施し

ます。 

⑤ 公営住宅 

・村営住宅の整備、改善等を行い安価で優良な村営住宅を提供することで定住化を推進

します。 

  ⑥ 公園 

・村民が身近に楽しめる憩いの場、都市住民との交流の場として森林公園、河川公園、

農村公園及びふれあい広場等の既存施設の充実を図るとともに、安全で利用しやすい施

設になるよう維持管理を適切に行います。 



33 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備考 

５ 生活環境の整備 (3) 廃 棄 物 処

理施設 

【 ご み 処 理 施

設】 

ごみ処理施設修繕工事負担金 二戸広域  

(5)消防施設 コミュニティ消防センター建設

事業 
村  

消防ポンプ車導入事業 ７台 村  

小型動力ポンプ導入事業 ３台 村  

防火水槽設置事業 村  

消防連絡車導入負担金 二戸広域  

救急車導入負担金 二戸広域  

救助工作車導入負担金 二戸広域  

人員輸送車導入負担金 二戸広域  

(6)公営住宅 定住促進住宅整備工事 村  

村営住宅改善事業 村  

村営住宅建替事業 村  

村営住宅水洗化工事 村  

戸田地区住宅用地造成 村  

(7) 過疎地域

持続的発展特

別事業 

【生活】 

 

土地利用現況調査 

（事業内容）村内の空き地等利用可能
な土地について調査を行う。 
（必要性）未利用地が増加しており、
流動化を促進する必要がある。 
（事業効果）土地の流動化により、宅
地等が取得しやすくなり、定住促進に
つながる。 

村  

生ゴミ処理機器等設置補助事業 

（事業内容）生ごみ処理機やコンポス
トの購入費に対し一部助成する。 
（必要性）生ごみの減量化が必須であ
る。 
（事業効果）生ごみの資源化が図ら
れ、ごみの減量化が図られる。 

村  
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ストックマネジメント⾧寿命化
事業 
（事業内容）下水道施設の機械設備等
の計画的な更新工事を行う 
（必要性）下水道施設を計画的かつ効
率的に管理するため必要である。 
（事業効果）終末処理場としての機能
維持が図られる。 

村  

【防災・防犯】 消防施設整備事業補助金 

（事業内容）九戸村消防団地域分団が
実施する消防用施設整備に対し支援
を行う。 
（必要性）消防施設の老朽化により更
新の必要性があるが費用負担が大き
いため支援が必要。 
（事業効果）消防施設の強化拡充によ
り、地域住民の安全、安心が図られる。 

消防団分団  
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

  少子・高齢化は本村においても急速に進んでいます。今後ますます進展する高齢化社会に備

え、「物質的サポート」と「精神的サポート」の両機能を充実させ高齢者や障害者にとって安

心できる生活環境を構築することが求められています。 

  また、子育て環境の充実のため、出生に対する祝い金の給付や村独自の子ども手当の給付、

18 歳までの医療費無料化や保育料及び副食費の無料化を実施しておりますが、今後さらに「誰

もが安心して子どもを育てることができる村」を目指し、子育て支援を積極的に推進していき

ます。 

 

（１）現況と問題点 

① 高齢者の保健・福祉 

村の高齢者比率は、令和２年国勢調査では44.2％であったものが、令和７年４月１日現

在の住基人口による高齢者比率は、46.7％と急速に増加し続けており、高齢者単独世帯や

高齢者夫婦世帯の増加、介護等を必要とする世帯が増加している状況にあります。 

村内には特別養護老人ホームを始めとする介護保険施設や事業所等の福祉施設があり、

要介護老人等に対する援助を行っているほか、独居老人等に対する緊急通報システムの設

置やあったか生活支援事業、介護者の負担軽減のための紙おむつ助成事業などの老人福祉

対策を行っています。 

また、健康づくり教室や介護予防事業の実施などの健康づくり対策を実施するとともに、

各種検診等の予防事業、健康相談、栄養相談や家庭訪問などの保健活動を実施しています。 

今後、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、介護保険サービスの

必要量と質の確保、介護予防事業や生活支援事業などの高齢者福祉サービスの実施、生き

がい活動や就労機会の確保への支援、高齢化社会に対応した居住場所の整備が求められて

います。また、老人福祉施設の適切な維持管理が必要となっています。 

② 障がい者の福祉 

    九戸村では、障がいの有無にかかわらずその能力を最大限に発揮しながら、地域で安心

した生活を送れるよう必要なサービスを提供し、自立した生活を送ることができる共生の

地域社会を創り、すべての障がい者の自立と社会参加の実現を目指しています。 

    重度身体障害者の社会参加促進を図ることを目的とした福祉タクシー事業や、生活の安

定・福祉の増進を図ることを目的とした特定疾患患者及び精神障害者への医療費給付は村

独自に実施している施策です。また、重度心身障害者医療費給付事業において所得制限に

より給付対象外となる方へ福祉対策補助金として医療費給付を行っています。 

このような施策を通じ、ノーマライゼーションの社会づくりと、必要なサービスが有機

的・体系的に提供される総合的なしくみづくりを進め、障がい者の暮らしやすいまちづく

りを推進していく必要があります。 

③ こどもの保健・福祉 

母親教室や健診、家庭訪問などによる保健サービスを実施するとともに、放課後子ども

教室、学童クラブ、延⾧保育、一時保育など多様な保育サービスの実施や高校生世代まで
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の医療費の助成、すくすく赤ちゃん祝金の支給などの子育て支援体制の充実に努めてきた

ところです。 

今後は、こども家庭センターの整備や同施設を拠点とした子育てネットワークの形成、

親の育児不安の解消に向けた支援体制の充実などの対策が求められているとともに、大人

からの視点だけではなく、子ども達の視点に立った健やかにたくましく育つ環境づくりが

求められています。親の就労形態に合わせたニーズに対応できるような保育サービスの提

供が求められています。幼稚園・保育園における受け入れの拡大や教育・保育・子育て支

援の総合的な子育ての環境づくりが必要となっています。 

 

（２）その対策 

① 高齢者の保健・福祉 

〇介護予防・生活支援の充実 

介護予防事業の継続的な実施と内容の充実並びに高齢者世帯等に対する緊急通報シス

テムの貸与やタブレット端末を活用した高齢者の見守りの効率化と情報伝達の確実化及

び各種助成事業を実施します。 

〇生きがい対策の充実 

高齢者のための健康づくり教室や高齢者の集いなどの各種事業を展開し、併せて就労

機会の確保のための支援を行い、生きがい対策を充実させます。 

〇介護保険サービスの提供 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすため、介護保険サービスの必要量と質の確

保、介護予防事業や生活支援事業などの高齢者福祉サービスを充実します。 

〇保健サービスの充実 

健康づくり教室や介護予防事業の実施などの健康づくり対策を実施するとともに、各

種検診等の予防事業、健康相談、栄養相談や家庭訪問などの保健活動を実施します。 

② 障がい者の福祉 

〇障がい者が暮らしやすいまちづくりの推進 

障がい者が安心して暮らせるまちづくりのため、ひとにやさしい住まいづくり推進事

業の実施やユニバーサルデザインによる人にやさしい環境づくりを推進します。 

〇生活支援の充実 

障がい者の生活支援のため、相談支援体制の充実をさせるとともに、特定疾患医療費

助成事業や重度心身障害者医療費助成事業など各種助成事業を実施します。また、高齢

者等の生活支援のためボランティア団体を設置し、高齢者福祉と生活支援による高齢者

の生きがいづくりの場を構築します。 

③ こどもの保健・福祉 

〇子育て環境の充実 

こども家庭センターを拠点とした子育てネットワークの形成など支援体制を整備し、

子育て環境を充実します。 

〇子育て支援サービスの充実 

保育園等の整備充実はもちろん、放課後児童クラブ、学童保育、一時保育など多様な
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保育サービスやすくすく赤ちゃん祝金交付事業及び村子ども手当給付事業を実施してい

きます。また、出産時に出産育児一時金を超えた出産費用を助成する事業の実施により、

子どもを産み育てやすい環境づくりと子育てをする家庭の福祉増進を図ります。 

〇 児童等の医療費の軽減 

乳幼児や妊産婦及び高校生までの医療費を助成し、心身の健康や生活の安定を図りま

す。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備考 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及び

増進 

 

(1) 児 童 福 祉

施設 

【保育所】 

保育施設環境整備事業 村  

(1) 高 齢 者 福

祉施設 

【高齢者生活

福 祉 セ ン タ

ー】 

総合福祉センター施設整備事業 村  

(8)過疎地域持

続的発展特別

事業 

【児童福祉】 

 

 

 

 

 

 

すくすく赤ちゃん祝金交付事業 

（事業内容）出生した子供に祝金を交
付する。 
（必要性）少子化の流れを変えるため、
村として子供の出生をお祝いする必要
がある。 
（事業効果）子育ての負担軽減と少子
化の抑制が図られる。 

村  

子ども手当給付事業 

（事業内容）中学生以下の子どもに対
し手当金を交付する。 
（必要性）子どもの成⾧に合わせた子
育ての負担軽減の必要がある。 
（事業効果）子育ての負担軽減と少子
化の抑制が図られる。 

村  

未来結び祝金交付事業 

（事業内容）婚姻した夫婦に対し祝金
を交付する。 
（必要性）結婚と移住の促進を図る必
要がある。 
（事業効果）結婚促進と移住定住促進
につなげて、人口減少の抑制が図られ
る。 

村  

遠距離通学支援事業 

（事業内容）特別支援学校に通うこと
が必要な児童に対し、通学費を援助す
る。 
（必要性）村内に特別支援学校がない
ため、他市町の学校に通い、児童の特
性に合わせた教育を受ける必要があ
る。 
（事業効果）児童の特性に合わせた必
要な支援を受け、成⾧を促すことでそ
の先の進路へのスムーズな繋ぎが可能
となる。 
 

村  
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乳幼児・妊産婦医療費助成事業 

（事業内容）乳幼児・妊産婦に医療費
助成をする。 
（必要性）乳幼児・妊産婦の心身の健
康を維持し、生活の安定を図る必要が
ある。 
（事業効果）安心して子どもを産み育
てる環境ができ若者の定住促進が図ら
れる。 

村  

出産費用助成事業 

（事業内容）出産時に係る経費の一部
を助成する。 
（必要性）出産時の出産費用の大きな
負担感に対する軽減が必要。 
（事業効果）少子化の抑止と子育ての
負担軽減が図られる。 

村  

ひとり親家庭医療費助成事業 

（事業内容）ひとり親家庭に医療費を
助成する。 
（必要性）ひとり親家族の医療の受診
を容易にし心身の健康と、生活の安定
を図る必要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ安
心して子育てができ定住促進につなが
る。 

村  

【高齢者・障

害者福祉】 

高齢者生きがい事業 

（事業内容）敬老会や一人暮らし高齢
者の集いなど各種行事を開催する。 
（必要性）高齢者の孤立感の解消や社
会参加を促し、心身機能の維持向上の
ため必要不可欠である。 
（事業効果）高齢者の社会的孤立感の
解消及び心身機能の維持向上が図られ
る。 

村  

緊急通報システム事業 

（事業内容）高齢者等世帯に急病など
の緊急時に迅速な対応をするために通
報装置を設置する 
（必要性）急病などの緊急時の通報な
どに不安のある高齢者等の通報体制を
整備する必要がある。 
（事業効果）緊急時の通報体制を整備
することにより安心して暮らせる村づ
くりを進めることにより定住促進につ
ながる。 

村  

高齢者見守り事業 

（事業内容）高齢者世帯を日常的に見
守るために、タブレット端末を配布す
る。 
（必要性）高齢者の増加により支援者
が不足することから、高齢者の見守り
を効率化する必要がある。また、交通
手段の不足により、在宅でも介護予防
ができるよう整備する必要がある。 
（事業効果）高齢者の変化に早期に対
応できる。 
 

村 【新規】 
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介護予防事業 

（事業内容）各戸訪問や戸別訪問を通
じて、住民ニーズの把握を行うととも
に介護予防教室やリハビリ教室などの
介護予防事業を開催する。また、タブ
レット端末を活用し、効率的な見守り
を実施する。 
（必要性）年々高齢化率が増加する中、
支援者が不足しても、要介護者の増加
を低減する事業を実施する必要があ
る。 
（事業効果）高齢者が住み慣れた地域
でいつまでもいきいきと幸せに暮らせ
る安心な地域づくりにつながる。 

村  

在宅老人紙おむつ助成事業 

（事業内容）寝たきり生活をしている
老人に対し紙おむつ購入費の一部を助
成する。 
（必要性）寝たきり老人等の介護者の
費用負担軽減が必要である。 
（事業効果）介護者の費用負担が軽減
され、福祉の増進が図られる。 

村  

シルバーカー購入費助成事業 

（事業内容）シルバーカーを必要とす
る老人に対し購入費の一部を助成す
る。 
（必要性）高齢者の介護予防として歩
行機会を増やすために必要となる。 
（事業効果）高齢者の介護予防及び費
用負担の軽減が図られる。 

村  

高齢者就労支援事業 

（事業内容）高齢者の就業機会の拡大
と高齢者の活力ある地域社会づくりを
進める。 
（必要性）高齢者の社会参加の機会や
就業機会の創設は、高齢者の生きがい
につながり活力ある地域社会づくりに
必要である。 
（事業効果）活力ある地域社会と生活
しやすい村づくりを進めることで定住
促進につながる。 

村  

難聴者補聴器購入助成事業 

（事業内容）身体障がい者手帳の対象
とならない軽度難聴者の補聴器装着に
対し経費の助成をする。 
（必要性）身体障がい者手帳の対象と
ならなかった軽度難聴者の補聴器装着
に負担感が多いため負担軽減を図る必
要がある。 
（事業効果）生活しやすい村づくりを
進めることにより定住促進につなげ
る。 

村  

特定疾患医療費助成事業 

（事業内容）特定疾患患者及び精神障
害者に対し医療費の一部を助成する。 
（必要性）継続し適正な医療を確保す
る必要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ、
心身の健康を保持することで生活が安
定する。 

村  
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福祉タクシー事業 

（事業内容）障がい者等の社会参加を
促進するためタクシー利用の一部を助
成する。 
（必要性）障がい者等の日常生活にお
ける移動手段の確保が必要である。 
（事業効果）障がい者などの社会参加
活動や日常生活における移動手段を確
保することで住みやすい村づくりを進
めることにより定住促進につながる。 

村  

重度心身障害者医療費助成事業 

（事業内容）所得制限で県単事業対象
外になる者に対し自己負担額相当額を
助成する。 
（必要性）重度心身障碍者の医療の受
診を容易にし心身の健康と、生活の安
定を図る必要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ安
心して暮らせる環境が確保される。 

村  

障がい者自動車改造助成事業 

（事業内容）身体障がい者の社会参加
と介護者の負担軽減のため経費の一部
を助成する。 
（必要性）障がい者等の日常生活にお
ける移動手段の確保が必要である。 
（事業効果）障がい者などの社会参加
活動や日常生活における移動手段を確
保することで住みやすい村づくりを進
めることにより定住促進につながる。 

村  

福祉対策補助事業 

（事業内容）所得制限で県単事業対象
外になる者、18 歳未満の者及び寡婦に
対し医療費を助成する。 
（必要性）乳幼児等の医療の受診を容
易にし心身の健康と、生活の安定を図
る必要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ安
心して暮らせる環境が確保され定住化
につながる。 

村  

老人医療費給付事業 

（事業内容）68，69 歳及び 73、74 歳の
者に対し、後期高齢者と同程度の自己
負担額になるよう助成する。 
（必要性）老人の医療の受診を容易に
し心身の健康と、生活の安定を図る必
要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ老
人が安心して暮らせる環境が確保され
る。 

村  
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住宅補助バリアフリー化身障者

用住宅補助 

（事業内容）身体障がい者等の在宅で
の生活を支援するため改修等の経費の
一部を助成する。 
（必要性）障がい者等の在宅での生活
の支援と介護者の負担軽減を図る必要
がある。 
（事業効果）障がい者等の在宅生活の
支援を行うことで住みやすい村づくり
を進めることにより定住促進につなが
る。 

村  

あったか生活支援事業 

（事業内容）低所得世帯のうち高齢者
世帯等の冬季間の生活支援のため生活
費の一部を助成する。 
（必要性）冬季間の灯油等の経費の負
担軽減を図る必要がある。 
（事業効果）誰もが住みよい村づくり
を進めることにより定住促進につなげ
る。 

村  

(9)その他 
要援護者救援活動車導入事業 村 
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８．医療の確保 

  すべての村民が、生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るためには、医療施設の確保・充

実は基本的な条件です。特に民間医療機関のない本村においては、行政の担うべき重要な役割

です。高齢化が進む中、生きがいと活力を持ち、村民が安心して暮らしていくためには医療体

制と病気予防対策の充実を図る必要があります。 

 

（１）現況と問題点 

① 各種検診の受診率の向上 

村民の健康水準は、生活環境の整備や医療技術の進歩により向上してきているものの、

食生活や身体活動、アルコールなど、生活習慣と密接な関係があり、三大生活習慣病と呼

ばれているがん、脳卒中、心臓病の疾患が増加しており、死因別死亡率ではこの三疾患が

全体の約 54.5％を占めています。 

このような状況の中で本村の高齢化率は、岩手県内でも上位にランクされ高齢化の進行

で今後ますます生活習慣病の増加が予想されています。 

国では平成 20 年度から市区町村国保や協会けんぽ等の医療保険者に、生活習慣病予防の

ための特定健診の実施を義務づけていますが、その受診率をいかに向上させるかが大きな

課題となっており早急な対策が必要となっています。 

また、少子化が進行する中で妊産婦や乳幼児さらには児童生徒への保健指導、健康診査

及び感染症予防のための各種予防接種の継続実施が重要となっています。 

② 医療体制 

岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センターは、平成 21 年４月１日から無床化が実施さ

れ村民や福祉施設の関係者などから夜間・休日の救急医療体制等への不安が生じています。 

また、令和３年に村内唯一の歯科医院が閉院となり、村外の歯科医院への通院等を余儀

なくされ、それに伴う時間的及び経済的負担が増加しており、村民からは１日も早い村内

における歯科医院の開院を望む声が出ており、早急な取り組みが必要となっています。 

③ 自殺対策 

岩手県の自殺による死亡率は全国的にも高く、中でも二戸久慈地区が高くなっています。

本村の令和４年の自殺者数は１人で、死亡率は 18.29（人口 10 万人当たりの死亡者数）と

なり、年度によっても変動があり、依然として取り組みが必要な状況です。 

 

（２）その対策 

① 各種検診の受診率の向上 

・村民一人ひとりが健康的な生活習慣を心がけ実行するように健康に対する啓発活動を

推進します。 

・村民の健康に対する意識の高揚を図り、保健師と保健推進員が連携しながら村民の健

康管理に努め、各種検診を強力に推進します。 

・各種予防接種において、対象者へプッシュ式で通知のうえ費用助成することで、接種

率の向上を推進します。 
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② 医療体制の充実 

・岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センターは本村にとって、唯一の大切な医療機関

であり、村民の健康を守るため関係機関に対し医療体制の充実を引き続き要望します。 

・近隣市町の病院へ入院を余儀なくされた患者家族にも大きな負担が生じており、タク

シーや路線バスの無料送迎を引き続き行います。 

・医師不足解消のため県と市町村が共同して、医師養成事業を展開しており、今後、岩

手県立二戸病院附属九戸地域診療センターの医療体制の充実が図られるよう関係機関に

要望します。 

・歯科医師確保について関係機関や団体に要望しつつ、歯科診療所等の開設に向け、歯

科診療体制の充実が図られるよう努めます。 

③ 自殺予防対策 

・精神科医や保健師による心の悩み相談の実施や見守りネットワークの充実を推進しま

す。 

    ・精神科医による健康講話を実施します。 

・溜まり場づくりとして、役場支所や健康保健センターを会場に保健師が悩んでいる人

の話を聞く場を多く設置し、自殺予防に努めます。 

・庁舎内職員をはじめ村民一人ひとりが、悩んでいる人に気づき、見守り、医療機関を

はじめとする関係機関に情報がつなげられるようゲートキーパーの養成に努めます。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 （1）診療所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科診療所施設整備事業 

（事業内容）歯科医療の確保のため、
歯科診療所を整備する。 
（必要性）令和３年以来、歯科の無医
村となっており、歯科診療を確保する
必要がある。 
（事業効果）歯科の無医村が解消され
ることにより、村民の歯科診療が確保
され、指導や治療など迅速な対応が可
能となる。 

村  

歯科診療所医療機器整備事業 

（事業内容）歯科診療所に必要な医療
機器の整備を行う。 
（必要性）歯科診療所の開設にあたっ
ては、施術に必要となる各種医療機器
を導入する必要がある。 
（事業効果）必要な医療機器が整備さ
れることにより、質の高い歯科医療の
提供が可能となり、村民の安心にもつ
ながる。 

村  

(3) 過疎地域

持続的発展特

別事業 

【その他】 

妊婦乳児健診 

（事業内容）妊婦の健康状態と赤ちゃ
んの発育状況を確認するため、基本的
な健診、食事や生活に関するアドバイ
スを実施する。 
（必要性）妊娠中の重い病気や赤ちゃ
んの異常を早期発見するなど健康状
態を把握するために健診が必要であ
る。 
（事業効果）妊婦や赤ちゃんの健康状
態を把握することにより、重い病気の
早期発見、適切な指導や治療など迅速
な対応ができる。 

村  

歯科健診 

（事業内容）産婦や乳児の歯科検診を
無償で実施する。 
（必要性）妊娠中や産後には虫歯や歯
周疾患にかかりやすい、また、乳児の
発育状況を確認するため歯科健診が
必要である。 
（事業効果）産婦の歯周病を早期発見
するとともに乳児の発育状況を把握
することができる。 

村  

各種予防接種 

（事業内容）感染症の予防と個人の疾
病予防のため乳幼児から計画的に予
防接種を実施し、その接種費用を助成
する。 
（必要性）広域的な感染症の発生、個
人の疾病予防のため必要不可欠であ
る。 
（事業効果）広域的な感染症の発生を
防止し、個人の疾病予防に寄与する。 

村  
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結核検診 

（事業内容）65 歳以上の者全員に胸部
Ｘ線撮影を実施し、生後５～８か月未
満の者に対しＢＣＧ予防接種を実施
する。また、結核に関する普及啓発を
実施する。 
（必要性）結核の予防のために必要不
可欠である。 
（事業効果）結核の予防接種及び検診
の実施により発生を未然に防止する
ことができる。 

村  

各種がん検診 

（事業内容）胃がん・大腸がん・子宮
頸がん・乳がん・肺がん・前立腺がん
などのがん検診を実施している。 
（必要性）がんの早期発見のために各
種がん検診をする必要がある。 
（事業効果）各種がん検診の実施によ
り、早期にがんを発見し、早期治療を
行うことができる。 

村  

在宅当番医制運営委託事業費負

担金 

（事業内容）夜間・休日における初期
救急医療提供体制の確保に取り組ん
でいる。 
（必要性）夜間・休日における救急医
療体制の整備が必要。 
（事業効果）夜間・休日における救急
医療体制の確保により、初期救急への
対応が可能となる。 

村  

市町村医師養成事業負担金 

（事業内容）県立・市町村立病院で医
師として業務を従事する者に対する
就学資金貸付を行う。 
（必要性）当村の医療機関は診療セン
ターのみであり、医師不足であること
から医師の要請は必要不可欠である。 
（事業効果）就学資金の貸付けを行う
ことにより医師を養成し、医師の確保
が図られる。 

村  

健康検診業務委託 

（事業内容）若者健診や特定健診を実
施する。 
（必要性）生活習慣病などの早期発見
のため必要不可欠である。 
（事業効果）若者健診や特定健診を実
施することにより生活習慣病や様々
な病気の早期発見・早期治療につなが
る。 

村  

歯科診療所開設支援業務委託 

（事業内容）歯科診療所の開設に向
け、コンサルタント事業者等の専門性
や計画設計等の支援を受ける 
（必要性）医療機関の開設は、村にと
って初めての事業であるため、専門知
識と経験を持つ者に業務を委ねる必
要がある。 
（事業効果）迅速かつ的確な事業の実
施が可能となる。 

村  
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歯科診療所運営補助事業 

（事業内容）歯科診療所の運営に対し
て補助金を交付する。 
（必要性）安定的な歯科診療の確保に
必要不可欠である。 
（事業効果）歯科診療所の運営が安定
し、村民が安心して歯科診療を受ける
ことができる。 

村  
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９．教育の振興 

  少子高齢化や急速な情報化、グローバル化などの社会状況の変化を背景に地域の人間関係や

住民相互の繋がりの希薄化、支え合って地域社会に貢献する意識の低下等が懸念される中にあ

って、地域を担う人材を育成する学校教育、社会教育の役割の重要性はこれまで以上に高まっ

ています。 

村民の心の豊かさや生きがいの創造、自己実現の欲求に対応するため、学校教育、家庭教育、

社会教育等の学習機会を、生涯学習と有機的に連携させ、時代に対応した学習推進体制の充実

を図り、郷土に誇りを持てる教育を行い、たくましく生き抜いていく人材を育成し、地域の活

性化を目指します。 

 

（１）現況と問題点 

  ① 学校教育 

    令和７年４月に小学校５校の統合を行い、本村の学校数は小学校が１校、中学校が１校

となっています。令和６年度までは５校あった小学校のうち伊保内小学校をのぞく４校が

複式学級となっていました。新設された九戸村立九戸小学校では、複式学級が解消され全

学年が単学級で授業を行うことができるようになりました。しかしながら、さらなる児童

の減少が今後も見込まれる中にあって、良質な教育環境を維持していくためには、義務教

育学校を含めた小中一貫教育の導入を検討していく必要があります。 

学習面においては、少子高齢化や家庭環境の多様化、高度情報化などによって子どもた

ちを取り巻く環境は大きく変化しており、一人ひとりの基礎学力の向上はもとより、個性

を尊重しながら時代の変化にしなやかに対応できるたくましい力を身に付けることが求め

られており、学校教育を通じて「生きる力」の育成が必要です。また、ふるさとを愛し、そ

の未来を担おうとする心を育むため、コミュニティスクール制度を活かして地域と連携し

た人間教育を一層進めていく必要があります。 

教育上特別な配慮や支援を必要とする児童生徒に対しては、一人ひとりの教育的事情に

寄り添った的確かつ効果的な教育を推進するとともに、誰ひとり取り残さない学びの確保

を進めていかなければなりません。教育機会の均等を実現するための就学支援を充実させ

るとともに、学校不適応児童生徒の学びを確保するための教育支援センターの設置を進め

ていく必要があります。 

児童生徒の通学環境に関しては、小学校において遠距離の児童が徒歩通学を余儀なくさ

れていることや、スクールバス台数の制限から効率的な運行ができないといった課題が挙

げられ、解消策の検討が必要となっています。 

    一方、施設面においては、小中学校いずれも老朽化が著しく維持補修費の抑制や長寿命

化が喫緊の課題となっています。学校施設は災害時の避難所としての機能充実も求められ

ていることから、より安全安心な施設として整備する必要があります。教育環境のあり方

の方向性と合わせた新たな学校施設の建設または大規模改修を早急に検討する必要があり

ます。 

教職員住宅に関しては村内４箇所に設置していますが、交通網の発達や居住環境に対す

るニーズの変化によって入居率は３割に満たない状況となっています。村営住宅への転用
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や入居見込みのない住宅の解撤去体を進めるとともに、新築を含めて住宅施設の集約化を

検討していかなければなりません。 

平成９年に整備された学校給食センターについては、特に設備面において学校給食施設

に求められる安全性や衛生管理上のリスクが指摘されています。食の安全については保護

者の意識も高いことから、これらのニーズに対応できる施設として整備を検討していく必

要があります。 

また、閉校となった小学校施設に関しては、現在は屋内運動場を村内スポーツ団体等の

利用に供していますが、将来的な施設の利活用方法については、建物の除却を含め早急に

検討していかなければならない課題となっています。 

さらに、村にとって唯一の高校である岩手県立伊保内高等学校については、生徒数の減

少により将来的に存続が危ぶまれる状況であることから、魅力ある学校づくりと身近な地

域の地元高校で学べる環境整備を強力に支援していく必要があります。 

  ② 社会教育 

人生 100 年時代を迎え、誰もが心豊かに暮らし、生涯を通じて学び続けることによって

自己を高め、地域社会にその成果が還元される生涯学習社会を形成していくためには、よ

り一層住民のニーズに即した生涯学習環境を提供していくことが求められています。 

既存の生涯学習事業については、内容の充実に取り組んでいるものの、参加者が固定化

しているなどの課題があることから、住民の意見や多様化するニーズを的確に把握しなが

ら魅力あるコンテンツの提供を進める必要があります。また、学習した成果を活かすこと

ができる仕組みづくりも必要です。 

社会教育の拠点施設である公民館や戸田・江刺家の分館については、利用者が減少傾向

にあることから、地域住民の自主的な学習・サークル活動の場としての機能強化、社会教

育関係団体の育成や活動支援の充実を図りながら、若者から高齢者まで幅広い世代の住民

が利用しやすい環境構築に努めていく必要があります。また、特に公民館に関しては大型

設備更新の時期を迎えており、それらの更新費用や中長期的な維持管理費を見通しつつ適

切に長寿命化を図っていく必要があります。 

公民館図書室に関しては、蔵書の充実に努めながら読書活動を推進していますが、スペ

ースが十分でないため、利用者から施設の充実を求められています。引き続き利用しやす

い図書室づくりに創意工夫を重ねながら、住民のニーズに応えられる施設として、中長期

的な維持管理費の見通しを踏まえたうえで、将来的には公民館、図書館、民俗資料館など

を集約した文教複合施設としての社会教育拠点施設整備も検討していく必要があります。 

③ 生涯スポーツ 

近年はワークライフバランス志向の浸透や健康意識の高まりから、住民のスポーツ活動

に対するニーズも多岐にわたっています。また、生活様式の多様化によって地域社会の連

帯感が希薄化し、地域のコミュニティ機能の低下が危ぶまれている中で様々なスポーツ大

会の開催を通じて、地域の連帯感や住民の活力の醸成を図る必要があります。 

スポーツに親しむことによる住民の健康増進や競技力の向上を図るため、住民の自主的

なスポーツ活動を支える環境を整備しながらスポーツ団体の育成を進めるとともに、部活

動の地域展開を担う指導者の養成を進めていくことが求められています。 
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また、野球場や体育センター、Ｂ＆Ｇ海洋センターといった社会体育施設は、住民のス

ポーツ活動の拠点としてなくてはならない施設であり、計画的に施設の長寿命化を図りな

がら必要に応じて機能を強化しつつ住民の利便性向上と利用促進に取り組んでいく必要が

あります。 

 

（２）その対策 

   ① 学校教育の充実 

    〇学校教育環境の整備充実 

     ・学校教育の充実を図るために、学校教育関係施設・設備の整備充実と管理の適正化

に努めます。 

・学力向上と時代に対応した教育を行うため、電子黒板やタブレット等を利用したＩ

ＣＴ教育を推進します。 

     ・児童数が減少する中、９年間の見通しを持った教育を進めるため、小中一貫教育の

導入を検討します。 

・児童生徒の学力向上と教職員の負担軽減を図るため、学習支援員（教室サポート）

の配置を進めます。 

・安全安心な給食の提供を確保するため、学校給食センターの機能強化を図りながら

新たなセンター整備を検討します。 

    〇個性を伸ばして生きる力を育む教育の推進 

     ・時代に対応する心豊かでたくましい人間を育成するために、体験的な学習の推進、

道徳教育、郷土を愛する心を育む教育とともに国際理解教育を推進します。 

     ・生徒の自学自習の場を提供し学習深化に役立てるとともに、生徒それぞれの目的に

向けた学習の場を提供するため、地域はもとより外部からの人材を活用した公営塾の

設置を検討します。 

    〇誰ひとり取り残さない教育の充実 

     ・心身や経済的な理由により就学が困難な児童生徒や、特別な配慮や支援を必要とす

る児童生徒及び保護者に対し、適切な就学ができるよう支援します。 

・学校不適応児童生徒の学びを確保するため、教育支援センターの整備を進めます。 

・特別支援教育支援員を適切な配置と人材育成を進め、子ども達一人ひとりに寄り添

った教育の実現を図ります。 

    〇通学支援の充実 

     ・遠距離通学児童及び保護者の負担を軽減するため、スクールバスの運行、交通費の

助成といった支援対策を検討します。 

・冬期間における遠距離通学児童の通学の安全を確保するため、スクールバスの追加

配備を検討します。 

    〇高校教育の充実 

     ・地元高校の魅力ある学校づくりのため、学力向上のほか課外活動や通学費、研修そ

の他の活動に支援します。 

・「地域みらい留学」による生徒を受け入れるための宿泊場所の整備・拡充など、村外・
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県外からの生徒を受け入れるための環境を整備します。 

   ② 社会教育 

     ・多様な生涯学習活動を推進するため、各種学級や講座の開設、サークルの育成に努

め、住民のニーズに対応した学習機会を提供します。 

・読書活動の推進と図書の充実に努め、身近な学習交流の場として利用しやすい公民

館を目指します。 

・子ども達がふるさとに愛着と誇りを持てるよう、自然・歴史・文化に触れる体験活

動を推進します。 

・読書活動を推進するため、読み聞かせボランティアなどの育成に努めます。 

・施設の長寿命化を図りつつ、電子図書貸し出し、ＩＣＴ化に対応する新しいサービ

ス機能を備えた図書館や民俗資料室などを含む文教複合施設としての整備を検討しま

す。 

・住民の創作活動を支えるため、陶芸センターの機能充実を図ります。 

    ③ 生涯スポーツ 

     ・施設の長寿命化を図り維持管理費用の圧縮を進めながら住民が安全に安心してスポ

ーツを楽しめる環境の整備に努めます。 

・「村民一人ひとつのスポーツを」をスローガンに各種大会やスポーツ教室を開催し、

競技力の向上とスポーツの習慣化を推進します。 

・部活動の地域展開を推進するため、指導者の養成を図りながら部活動の受け皿整備

を進めます。 

・子どもの基礎体力づくりを推進します。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

８ 教育の振興 (1) 学校教育 
関連施設  

【校舎】 

 

 
        

【屋内運動場】

 

 

【屋外運動場】

 

【教職員住宅】

 

【給食施設】 

 

【その他】 

学校防災・放送設備改修事業 村  

小中学校施設長寿命化等事業 村  

小中学校施設等ＬＥＤ化事業 村  

小中学校施設整備事業 村  

小中学校空調設備整備事業 村  

小中学校屋内運動場長寿命化等事業 村  

小中学校屋内運動場整備事業 村  

小中学校屋外運動場改修事業（暗

渠設備等） 
村 

 

小中学校屋外運動場整備事業 村  

小中学校教職員住宅等整備事業 村  

給食センター施設設備等整備事業 村  

小中学校ＩＣＴ化事業 村  

教育支援センター整備事業 村  

スクールバス購入事業 村  

県外留学生住居整備事業 村  

（3）集会施設、
体育施設等 

【公民館】 

【体育施設】 

公民館等長寿命化事業 村  

生涯学習・住民交流施設整備事業 村  

体育施設等整備事業 村  

体育施設等延命化事業 村  

スキー場施設等更新整備事業 村  

文教複合施設整備事業 村  

陶芸センター整備事業 村  

（4）過疎地域
持続的発展特
別事業 

【義務教育】 

 

 

教室サポート配置事業 

（事業内容）小中学校の授業や学校活動
における教員のサポート人材を配置す
る。 
（必要性）通常学級における配慮や支援
を要する児童生徒に対応する必要があ
る。 
（事業効果）教員の負担軽減により、教
育環境の向上と授業力向上が図られる。 

村 
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適応支援相談員配置事業 

（事業内容）中学校の教育支援センター
に適応相談員を配置する。 
（必要性）授業や学校活動に際して支援
を必要とする児童生徒に対応する必要
がある。 
（事業効果）教育環境の向上と授業力向
上が図られる。 

村 

 

教育支援指導員設置事業 

（事業内容）学校不適応児童生徒の学び
を確保するため教育支援センターに指
導員を配置する。 
（必要性）誰ひとりとして取り残さない
教育の実現のため、学校不適応児童の学
びの場が必要とされている。 

（事業効果）学校不適応児童生徒の学力

確保が図られるともに子供が社会から

孤立することを防止する。 

村 

 

ＡＬＴ設置事業 

（事業内容）小中学校に英会話指導助手
を配置する。 
（必要性）小中学校の英語教科に対応す
るネイティブスピーカーの設置が必要
である。 
（事業効果）児童生徒の英会話能力が向
上する。 

村 

 

就学援助事業 

（事業内容）国基準による就学援助枠を
拡大して援助する。 
（必要性）経済的事由等により就学上の
困難を抱える児童生徒の援助が必要で
ある。 
（事業効果）経済的事由による授業や学
校活動への支障が解消される。 

村 

 

スクールバス運行事業 

（事業内容）遠距離通学の児童、生徒を
対象としたスクールバスの運行。 
（必要性）遠距離通学に伴う児童、生徒
の負担の解消が必要である。 
（事業効果）よりよい教育環境の整備が
図られる。 

村 

 

遠距離通学支援事業 

（事業内容）遠距離通学の児童、生徒を
対象とした公共交通機関利用に対する
補助金交付。 
（必要性）遠距離通学に伴う保護者の負
担解消が必要である。 
（事業効果）よりよい教育環境の整備が
図られる。 

村 

 

ＩＣＴ支援員配置事業 

（事業内容）小中学校にＩＣＴを活用し
た教育に対応する支援員を配置する。 
（必要性）教委現場でＩＣＴ活用のため
のスキルが十分でない教員の支援が必
要である。 
（事業効果）ＩＣＴを活用した教育環境
の向上が図られる。 

 

 

 

村 
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【高等学校】 

 

 

 

 

【生涯学習・

スポーツ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公営塾設置運営事業 

（事業内容）村営の学習塾の設置及び運
営。 
（必要性）学習塾のない本村では、公営
での設置運営が必要である。 

（事業効果）生徒の学力向上が図られ

る。 

 

 

  村 

高校教育振興補助事業 

（事業内容）県立伊保内高校への支援を
行う。 
（必要性）生徒数の確保等高校存続のた
めの支援が必要である 
（事業効果）高校存続により村の教育環
境が確保され、定住促進につながる。 

村 

 

人材育成補助事業 

（事業内容）中高生の海外研修や多様な
資格・技術の習得のための研修参加費用
を助成する。 
（必要性）村民が経済的事由により研修
機会を失うことのないよう助成が必要
である。 
（事業効果）村と地域にとって有用な人
材の確保が図られる。 

村 

 

放課後こども教室事業 

（事業内容）小学生の放課後の居場所と
活動場所を提供する。 
（必要性）保護者が安心して働くための
条件として必要である。 
（事業効果）就労促進と児童の安全確保
が図られる。 

村 

 

こども体力づくりサークル運営事
業 
（事業内容）小学生の体力向上のための
プログラム実践サークル設置及び運営 
（必要性）体力測定値が県平均より下回
る傾向にある本村小学生の体力向上が
必要である。 
（事業効果）こどもの健康増進と体力向
上が図られる。 

村 

 

地域部活動推進事業 

（事業内容）地域が主体となって子ども
達の部活動を支える体制を整備する。 
（必要性）児童生徒の減少により子ども
達のスポーツ環境が変化している。また
教職員の働き方改革の視点からも部活
動の地域展開が求められている。 
（事業効果）将来にわたって持続可能な
こどものスポーツ環境が整う。 

村 
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１０．集落の整備 

  集落の助け合いの精神は、本村の地域社会を形成する基礎となっていました。しかし少子高

齢化、農業就業者の減少は、連帯の絆を弱め、村づくり、地域コミュニティに大きな影を落と

しています。本村の活性化、地域の自立促進のためには集落機能の維持・向上は欠かすことの

できない課題です。村民一人ひとりが郷土を愛し、地域づくりを進め、住みよい豊かな村を実

現するため、地域、関係団体等と連携しながらコミュニティ活動を進めていくことが必要です。 

  

（１）現況と問題点 

    本村には31行政区があります。現在、山間部の小集落のみならず村中心部においても過

疎化・高齢化が急速に進んでいます。今後、集落の自治、生活環境の維持管理、地域の伝

統行事の継承など共同体としての機能が急速に衰えていく恐れがあり、集落の活性化に村

全域で取り組んでいく必要があります。 

  

（２）その対策 

   ・優れた自治会の活動や地域の若者などで構成する団体などの優良事例を学ぶ機会を増や

します。 

・村が設置している地域サポーターを活用し、住みやすい集落づくりや災害時の助け合い

など、相互扶助の体制強化を支援します。 

   ・集落等の自主的な地域づくりによる健全な発達と円滑な運営を促進し、自治組織の活性

化を支援するための措置を講じるとともに、自治会活動の核となる集落センターの整備充

実について支援します。 

   ・地域コミュニティへの移住者の増加及び定住化を図るため、積極的に情報発信を行うと

ともに、支援措置を講じて参ります。 

    

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 (2)過疎地域持

続的発展特別

事業 

【集落整備】 

集落環境整備事業補助金 
（事業内容）村民憲章推進実践区が実
施する事業に対し支援を行う。 
（必要性）村民憲章に定める「郷土を
愛し、美しい村をつくります。」の実践
にむけて支援が必要である。 
（事業効果）事業実施により、地域の
自然環境が維持され、地域の持続につ
ながる。 

村 
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集落センター整備事業補助金 
（事業内容）地域自治会で運営管理さ
れている集落センターの新築・改修に
あたって事業費の補助を行うもの。 
（必要性）地域における少子高齢化の
進行に対処し、自治会活動にあたって
の経済的負担軽減が必要である。 
（事業効果）持続可能な地域活動の維
持・促進につながる。 

村 

 

生活環境施設災害復旧事業補助金 
（事業内容）生活環境施設の災害復旧
に対し補助を行う。 
（必要性）生活環境の早期復旧のため
の支援が必要。 
（事業効果）集落における安全安心な
生活が維持できる。 

村 

 

地域活動支援交付金 
（事業内容）自治会において実践する
各種住民自治活動に対して支援を行
う。 
（必要性）少子高齢化の進行により自
治会による地域運営能力低下と活動の
低迷がみられるため支援が必要であ
る。 
（事業効果）自治会組織の活性化が見
込まれ、活力ある地域づくりが進み、
地域の持続と発展につながる。 

村  

 (3)その他 集落センター建設事業 村  

集落施設水洗化事業 村  

防犯灯ＬＥＤ化整備事業 村  

集落生活基盤環境整備事業 村  
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１１．地域文化の振興等 

  地域文化の振興については、生活に潤いと充実感をもたらす文化活動の一層の振興を目標に、

優れた芸術鑑賞の機会を提供するとともに、文化団体の自主的な活動を支援しながら、活動の

成果を発表する機会を拡充します。 

  また、貴重な文化遺産を保護し後世に伝えるため、文化財の調査と適正な管理・活用に努め

るとともに、郷土芸能保存団体の活動の支援や民俗資料等の収集を進めます。 

  特に令和６年度に国の史跡に指定された「黒山の昔穴遺跡」については、地域の貴重な「宝」

として保存活用計画を策定し、後世に適切に継承するとともに、交流人口拡大のための貴重な

地域資源として活用を図っていきます。また、江刺家館跡については、岩手県史跡指定に向け

て取り組んでいきながら、適切な保護・保全に努めていきます。 

  

（１）現況と問題点 

    本村には農村が有する自然環境に恵まれた美しい景観、文化遺産、生活文化など「ゆと

り」「安らぎ」といった豊かさを感じることができる数多くの文化資源が悠久の時を超えて

現在まで大切に引き継がれています。 

    しかし、最近は生活様式の変化や価値観の多様性から地域社会との関係が希薄になり、

文化財保護意識の低下や郷土芸能の後継者の育成が問題となっています。 

    今後は、これらに対する理解を深めるとともに、後世までいかに保存し、継続していく

かということが課題となっています。 

国指定史跡となった「黒山の昔穴遺跡」については、将来にわたって適切な保存管理を

行っていくことはもちろん、住民が地域の「宝」として誇りと愛着を持てるようその価値

を積極的に発信していく必要があります。また、観光との連携による交流人口拡大を推し

進めることによって相乗的な効果を創出することが期待されています。 

  

（２）その対策 

    ・本村の歴史や文化について理解を深めるため、小中学校と連携を図り幼少期からの伝

統文化教育を展開し、地域に根ざした教育環境の整備に努めます。 

    ・文化財については、発掘調査、保存・整理を行うとともに気軽に文化財と触れ合うこ

とのできる施設・資料館等の充実を検討します。 

    ・地域の多様な伝統・文化の継承や発展のため、各種団体、グループの育成や支援を積

極的に進めます。 

・多種多様で優れた芸術・文化に触れる機会の提供を進め、心豊かに生活できる村の実

現を図ります。 

・黒山の昔穴遺跡、江刺家館跡など貴重な文化遺産の適切な保存管理を進めるとともに、

交流人口拡大のための活用方法を検討します。また、その価値を次世代へ伝承していく

ための「語り部」や案内ボランティアの育成を進めます。 

・村の歴史を正しく後世に伝えるため、「九戸村史」の続編を発刊します。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１０ 地域文化の振

興等 

(1)地域文化振

興施設等 
文化財展示収蔵施設等整備事業 村  

(2)過疎地域持

続的発展特別

事業 

【地域文化振興】

文化財埋蔵地形図作成事業 

（事業内容）村内に点在する埋蔵文化
財の資料を制作するもの。 
（必要性）文化財保護活動の一環とし
て重要な資料である。 
（事業効果）埋蔵文化財の保存伝承に
より村の歴史を共有し、郷土への誇り
と愛着が深まる。 

村  

古地図デジタル化等事業 

（事業内容）村内に残る古地図のデジ
タル記録による保存を行うもの。 
（必要性）村の歴史資料の保存に必要
である。 
（事業効果）歴史資料の保存伝承によ
り村の歴史を共有し、郷土への誇りと
愛着が深まる。 

村 

 

黒山の昔穴等調査事業 

（事業内容）国指定史跡となっている
遺跡の調査を行うもの。 
（必要性）全国でも盛岡市以北の地域
の中で特徴的かつ大規模な遺跡であ
り、全容の調査が重要である。 
（事業効果）貴重な遺跡の調査と資料
の活用により地域活性化につなげる。 

村 

 

文化財保護保存事業 

（事業内容）村指定文化財の保護及び
保存活動 
（必要性）村民共通の財産である文化
財は貴重であることから、保存が必要
である。 
（事業効果）文化財の保存伝承により
村の歴史を共有し、郷土への誇りと愛
着が深まる。 

村 

 

村史編纂事業 

（事業内容）第 1 巻に続く村史第 2 巻
の調査・編纂。 
（必要性）失われつつある歴史資料の
調査保存は急務である。 
（事業効果）村の歴史を共有すること
により、郷土への誇りと愛着が深ま
る。 

村 
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１２．再生可能エネルギーの利用の推進 

  地球温暖化の進行に伴い、その要因とされる温室効果ガスの排出削減が世界的な課題となっ

ています。国は令和 12（2030）年までに温室効果ガス排出 46％の削減（2013 年比）を目標と

しており、行政と住民が一体となって地球温暖化対策に取組む必要があります。 

（１）現況と問題点 

   本村における再生可能エネルギー状況は、学校施設をはじめとした村内数カ所の公共施設

への太陽光発電や瀬月内ダムへの水力発電と少数にとどまっている状況にあります。 

   また、本村は豊富な森林資源を有しておりますが、木材価格の低迷等から適切な管理が行

われず、森林機能の低下も危惧されます。森林資源を活用するためにも木質バイオマスの利

活用促進が必要です。 

    

（２）その対策 

  ・間伐材を原料とした薪ボイラー等、木質バイオマスエネルギーの利用にむけた取組を推進

します。 

  ・公用車などの電動車の導入を検討します。 

   

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

11 再生可能エネル

ギーの利用の推進 

(1)再生可能エネ

ルギー利用施設 
薪ボイラーの導入 村  

(3) 過疎地域持 

続続的発展特別

事業 

【再生可能エネ

ルギー利用】 

一般住宅 太陽光発電システム

設置費助成 
（事業内容）住宅用太陽光発電シ
ステムの設置に係る費用に対し
支援を行う。 
（必要性）クリーンエネルギー対
策に対する意識の高揚と環境改
善の推進が必要である。 
（事業効果）地域の環境保全及び
経済の活性化につながる。 

村  
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１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

  本村は、人口減少、少子高齢化、後継者不足、地域活力の減退など多くの課題を有していま

す。これら過疎化のもたらす様々な弊害を取り除くためには、産業を活性化させ人口流出に歯

止めをかけながら安心して暮らすことができる活力ある村づくりを行う必要があります。 

（１）現況と問題点 

    本村は、財政状況が厳しい中、これまで産業振興施策と生活基盤整備を積極的に行い、

村民所得の向上と社会資本整備の充実に努めるとともに、高校生までの医療費の無料化を

はじめ高齢者の医療費の助成など人にやさしい施策を実施し、安全安心で快適な村づくり

を進めて参りました。 

    しかし、人口減少や高齢化により集落内の環境保全が行き届かなくなり景観や住環境に

様々な影響がでてきております。特にも空き家は急激に増加しており早急な対応が必要と

なっております。 

    また、小学校の統合により、廃校舎が発生しており、現時点では具体的な利活用策が定

まっていない状況にあります。老朽化や維持管理費の増大が懸念される一方で、地域資源

として今後の活用方法を検討していくことが重要な課題となっています。 

    今後、更に財政状況が厳しさを増す状況の中、多様化する住民ニーズ、少子高齢化や地

方分権の推進による新たな時代の要請に応えていくためには、行政の果たすべき機能を再

点検するとともに、創意工夫を凝らし、既存事務の簡素合理化、行政施策の効率化を図り、

従来の発想や既存の枠組みにとらわれない抜本的な改革が必要となっています。 

    

（２）その対策 

・住民の優れた知識や技術を行政施策に反映させるよう推進します。 

・村民と行政が共に協力し、魅力あるまちづくりを実践します。 

・自治会や住民、ＮＰＯやボランティア団体、民間企業との協働を進めるとともに、厳し

い財政のなかで、「誰もが住みたい、誰もが住み続けたい九戸村をめざして」第３次九戸村

総合発展計画を確実に実施し事業評価による費用対効果の検証を行い、より良い事務事業

を進め過疎からの脱却を図ります。 

・小学校の統合により廃校となった校舎については、地域の実情を踏まえた最適な利活用

策を検討し、地域の活性化を図ります。 

・行政機能や災害発生時の防災機能の拠点となる役場庁舎等の公共施設の将来的な検討・

対策を図ります。 
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（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

 

 

森林公園整備事業 村  

空き家、空き店舗リノベーション
事業 

村  

廃校舎利活用事業  村   

役場庁舎等空調設備整備事業 村  

役場庁舎等照明設備更新事業 村  

役場庁舎等改修事業 村  

過疎地域持続的

発展特別事業 

 

空き家改修・解体助成事業 
（事業内容）空き家の改修、解体に
係る費用への支援を行う。 
（必要性）空き家の改修、解体費用
が大きな負担となっていることから
経費軽減を図る必要がある。 
（事業効果）空き家等の放置が減少
することで、地域環境が保持される 

村  
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過疎地域持続的発展特別事業分 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 
事 業 名 

（施 設 名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備考 

１ 移住・定住・地域

間交流の促進、人材

育成 

 

(4) 過疎地域持続

的発展特別事業 

【移住・定住】 

移住者空家改修事業費補助金 

（事業内容）移住希望者が居住用に村内の
空家を改修する際に支援を行う。 
（必要性）移住の際、住居確保が大きな負
担となっていることから経費軽減を図る
必要がある。 
（事業効果）住宅確保にかかる経費の減
少が移住促進につながる。 

村 

 

移住者通勤費支援補助金 

（事業内容）子育て世代の移住者に通勤
費用の一部支援を行う。 
（必要性）移住の際、職場との遠距離化が
大きな負担となっていることから軽減を
図る必要がある。 
（事業効果）村外への通勤にかかる経費
の減少が移住促進につながる。 

村 

 

九戸村結婚新生活支援補助金 

（事業内容）婚姻に伴う新生活に対して
支援を行う。 
（必要性）人口減少対策に資するため、安
定した新婚生活の維持を推進する必要が
ある。 
（事業効果）人口減少の抑止により地域
の活性化が見込まれ、住民の定住促進に
つながる。 

村 

 

住宅リフォーム促進事業 

（事業内容）住宅の改修工事に対して支
援を行う。 
（必要性）住民の生活環境の向上促進を
図る必要がある。 
（事業効果）住環境の向上及び村内産業
の雇用の創出につながる。 

村 

 

定住促進事業 
（事業内容）村内に定住のため住宅を取
得する際に支援を行う。 
（必要性）定住者の負担軽減と村内に定
住を促すため必要がある。 
（事業効果）定住促進が図られ地域の活
性化につながる。 

村 

 

２ 産業の振興 

 

 

 

 

(10) 過疎地域持

続的発展特別事業 

【その他】 

 

 

九戸村中小企業金融対策資金利子

補給補助金 

（事業内容）村内に事業所を有する中小
企業に利子補給を行う。 
（必要性）経営安定のため支援の必要が
ある。 
（事業効果）中小企業の経営安定により
地域活性化が見込まれる。 

商工会  
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九戸村総合公社施設管理運営委託

事業 

（事業内容）九戸村総合公社が行う施設
管理、運営事業に支援を行う。 
（必要性）施設の老朽化や運営基盤が安
定していないことから支援の必要があ
る。 
（事業効果）経営の安定によりさらなる
集客が見込まれる。 

公社  

小規模土地改良事業補助金 

（事業内容）農業振興を促進するための
農業生産基盤の整備、農業生産の向上を
図ることを目的に補助するものである。 
（必要性）農業経営の向上化が図られる。 
（事業効果）農業生産基盤の整備をする
ことにより、農業生産の向上が図られ、さ
らには経営の安定により担い手の確保に
つながる。 

団体  

一般財団法人ナインズファーム支

援事業 

（事業内容）農業の担い手育成を行う。 
（必要性）村が基幹産業と位置付ける農
業において、後継者不足が深刻な課題と
なっている。 
（事業効果）研修生を募集・指導すること
により農家人口の拡充に大きく寄与する
ことが期待される。 

団体  

九戸村商工会運営事業補助金 

（事業内容）商工会運営事業への支援を
行う。 
（必要性）村内商店及び事業所への支援
強化を図るため、商工会の運営強化の必
要がある。 
（事業効果）商工業者への支援が安定す
ることで、地域の活性化につながる。 

商工会  

農業制度資金利子補給事業 

（事業内容）金融機関と協力して、政策に
合う経営を行う農家等に対して、利子補
給を行う。 
（必要性）安定した農業経営のため支援
が必要である。 
（事業効果）収穫量、価格変動等により影
響を受けやすいことから、農業者が経営
に円滑・有利に借りられ経営の安定が図
られる。 

村  

養豚経営安定対策事業 

（事業内容）養豚経営の収益性が悪化し
た場合など補填し養豚経営の安定を支援
する。 
（必要性）安定した養豚経営が必要であ
る。 
（事業効果）経営の安定化が図られ、産業
振興及び新しい担い手の確保につなが
る。 

村  
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ブロイラー価格安定対策事業 

（事業内容）ブロイラー生産農家の経営
安定を図るため、基準価格を下回った場
合に補填金を交付する。 
（必要性）安定したブロイラー経営のた
め支援が必要である。 
（事業効果）経営の安定化が図られ、産業
振興及び新しい担い手の確保につなが
る。 

村  

野菜価格安定対策事業 

（事業内容）野菜生産農家の経営安定を
図るため、基準価格を下回った場合に補
填金を交付する。 
（必要性）安定した農業経営のため支援
が必要である。 
（事業効果）経営の安定化が図られ、産業
振興及び新しい担い手の確保につなが
る。 

村  

新卒者ふるさと雇用支援奨励事業 

（事業内容）新卒者を雇用した村内事業
主に対し支援を行う。 
（必要性）新卒者の雇用拡大と地元への
定着を促進する必要がある。 
（事業効果）事業者の経営安定と新卒者
雇用創出により地域活性化につながる。 

村  

３ 地域における情

報化 

 

 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

【情報化】 

 

 

【その他】 

九戸村情報発信事業 

（事業内容）広報発行、ホームページ管理
費など情報発信に係る経費負担。 
（必要性）村内外にイベント、施策、制度
等を広範囲に発信する必要がある。 
（事業効果）村政情報の幅広い周知によ
り、当村への関心が高まる 
 

村  

証明書等庁舎外交付運営事業 

（事業内容）マイナンバーカードを利用
して、コンビニや郵便局で証明書等を取
得できることで、村民をはじめ必要とす
る者の利便性の向上を図る。 
（必要性）遠方にいる者や若年層のニー
ズに合致し、閉庁時でも取得ができる体
制整備が必要。 
（事業効果）来庁の必要が無く閉庁を 
気にせず証明書等が取得できるため、 
住民サービスの向上につながる。 

村  

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 

 

 

 

 

(9) 過疎地域持続

的発展特別事業 

【公共交通】 

 

定期バス路線運行維持対策事業費

補助金 

（事業内容）民間事業者が運行する不採
算バス路線に対し支援する。 
（必要性）地域住民の生活に必要な交通
路線を確保する必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保することに
より、利便性の向上が見込まれ、定住促進
につながる。 

村  
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県立二戸病院直通バス運行費補助金 

（事業内容）民間事業者が運行する不採
算バス路線に対し支援する。 
（必要性）地域住民の生活に必要な交通
路線を確保する必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保することに
より、利便性の向上が見込まれ、定住促進
につながる。 

村  

広域生活路線維持費補助金 

（事業内容）民間事業者が運行する不採
算バス路線に対し支援する。 
（必要性）地域住民の生活に必要な交通
路線を確保する必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保することに
より、利便性の向上が見込まれ、定住促進
につながる。 

村  

バス路線利用助成事業 

（事業内容）住民を対象として、回数券、
定期券の購入に対し支援を行う。 
（必要性）利用者の確保と利便性の向上
を図る必要がある。 
（事業効果）公共交通を確保することに
より、利便性の向上が見込まれ、定住促進
につながる。 

村  

高校生通学助成事業 

（事業内容）高校通学者の乗車費用に対
して支援を行う。 
（必要性）高校通学者の通学に係る費用
負担を軽減する必要がある。 

（事業効果）進学しやすい環境整備が定

住促進につながる。 

  

【交通施設整備】 道路管理 

村道台帳のデジタル化 

村道 116 路線 

（事業内容）村道台帳のデジタル化を行
う。 
（必要性）道路台帳の効率的な維持管理
が必要である。 
（事業効果）デジタル化により一元的な
維持管理ができ、業務の効率化と負担の
軽減が図られる。また住民の利便性向上
につながる。 

村  

河川管理 

河川台帳整備 3 河川 

（事業内容）河川台帳の整備を行う。 
（必要性）河川の効率的な維持管理を行
うため必要である。 
（事業効果）業務の効率化と負担の軽減
が図られる。また住民の利便性向上につ
ながる。 

村  
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橋梁点検 

村道橋梁他 82 橋 

（事業内容）村管理道路（村道等）にかか
る橋梁の点検を行う。 
（必要性）橋梁の安全性を把握するため
定期的な点検が必要である。 
（事業効果）橋梁の健全度を把握するこ
とにより早期の安全対策が可能となる。
また住民の安全安心につながる。 

村 

 

橋梁⾧寿命化計画策定 
（事業内容）村管理道路（村道等）にかか
る橋梁の⾧寿命化計画の策定を行う。 
（必要性）橋梁の適切な維持管理のため
計画を策定する必要がある。 
（事業効果）計画的な維持管理により予
算の平準化、コストの縮減が図られ、安全
性が確保される。また住民の安全安心に
つながる。 

村  

５ 生活環境の整備 

 

 

 

(7)過疎地域持続

的発展特別事業 

【生活】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災・防犯】 

土地利用現況調査 

（事業内容）村内の空き地等利用可能な
土地について調査を行う。 
（必要性）未利用地が増加しており、流動
化を促進する必要がある。 
（事業効果）土地の流動化により、宅地等
が取得しやすくなり、定住促進につなが
る。 

村  

生ゴミ処理機器等設置補助事業 

（事業内容）生ごみ処理機やコンポスト
の購入費に対し一部助成する。 
（必要性）生ごみの減量化が必須である。 
（事業効果）生ごみの資源化が図られ、ご
みの減量化が図られる。 

村  

ストックマネジメント⾧寿命化事業 

（事業内容）下水道施設の機械設備等の
計画的な更新工事を行う。 
（必要性）下水道施設を計画的かつ効率
的に管理するため必要である。 
（事業効果）終末処理場としての機能維
持が図られる。 

村  

消防施設整備事業補助金 

（事業内容）九戸村消防団地域分団が実
施する消防用施設整備に対し支援を行
う。 
（必要性）消防施設の老朽化により更新
の必要性があるが費用負担が大きいため
支援が必要。 
（事業効果）消防施設の強化拡充により、
地域住民の安全、安心が図られる。 

消防団

分団 
 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及び

増進 

 

(8)過疎地域持続

的発展特別事業 

【児童福祉】 

 

すくすく赤ちゃん祝金交付事業 

（事業内容）出生した子供に祝金を交付
する。 
（必要性）少子化の流れを変えるため、村
として子供の出生をお祝いする必要があ
る。 
（事業効果）子育ての負担軽減と少子化
の抑制が図られる。 

村  
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子ども手当給付事業 

（事業内容）中学生以下の子どもに対し
手当金を交付する。 
（必要性）子どもの成⾧に合わせた子育
ての負担軽減の必要がある。 
（事業効果）子育ての負担軽減と少子化
の抑制が図られる。 

村  

未来結び祝金交付事業 

（事業内容）婚姻した夫婦に対し祝金を
交付する。 
（必要性）結婚と移住の促進を図る必要
がある。 
（事業効果）結婚促進と移住定住促進に
つなげて、人口減少の抑制を図られる。 

村  

遠距離通学支援事業 

（事業内容）特別支援学校に通うことが
必要な児童に対し、通学費を援助する。 
（必要性）村内に特別支援学校がないた
め、他市町の学校に通い、児童の特性に合
わせた教育を受ける必要がある。 
（事業効果）児童の特性に合わせた必要
な支援を受け、成⾧を促すことでその先
の進路へのスムーズな繋ぎが可能とな
る。 

村  

乳幼児・妊産婦医療費助成事業 

（事業内容）乳幼児・妊産婦に医療費を助
成する。 
（必要性）乳幼児・妊産婦の心身の健康を
維持し、生活の安定を図る必要がある。 
（事業効果）安心して子どもを産み育て
る環境ができ若者の定住促進が図られ
る。 

村  

出産費用助成事業 

（事業内容）出産時に係る経費の一部を
助成する。 
（必要性）出産時の出産費用の大きな負
担感に対する軽減が必要。 
（事業効果）少子化の抑止と子育ての負
担軽減が図られる。 

村  

ひとり親家庭医療費助成事業 

（事業内容）ひとり親家族に医療費を助
成する。 
（必要性）ひとり親家庭の医療の受診を
容易にし心身の健康と、生活の安定を図
る必要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ安心
して子育てができ定住促進につながる。 

村  

【高齢者・障害者福

祉】 

生きがいデイサービス事業 

（事業内容）入浴や食事、生活指導等のデ
イサービス事業を実施する。 
（必要性）高齢者の自立や孤立感の解消、
心身機能の維持向上のため必要不可欠で
ある。 
（事業効果）高齢者の自立的生活の助⾧、
社会的孤立感の解消及び心身機能の維持
向上が図られる。 

村  
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緊急通報システム事業 

（事業内容）高齢者等世帯に急病などの
緊急時に迅速な対応をするために通報装
置を設置する 
（必要性）急病などの緊急時の通報など
に不安のある高齢者等の通報体制を整備
する必要がある。 
（事業効果）緊急時の通報体制を整備す
ることにより安心して暮らせる村づくり
を進めることにより定住促進につなが
る。 

村  

介護予防事業 

（事業内容）各戸訪問や戸別訪問を通じ
て、住民ニーズの把握を行うとともに介
護予防教室やリハビリ教室などの介護予
防事業を開催する。 
（必要性）年々高齢化率が増加する中、要
介護者の増加を低減する事業を実施する
必要がある。 
（事業効果）高齢者がいつまでもいきいきと幸せに暮
らせる安心な地域づくりにつながる。 

村  

在宅老人紙おむつ助成事業 

（事業内容）寝たきり生活をしている老
人に対し紙おむつ購入費の一部を助成す
る。 
（必要性）寝たきり老人等の介護者の負
担軽減が必要である。 
（事業効果）介護者の負担が軽減され、福
祉の増進が図られる。 

村  

シルバーカー購入費助成事業 

（事業内容）シルバーカーを必要とする
老人に対し購入費の一部を助成する。 
（必要性）高齢者の介護予防として歩行
機会を増やすために必要となる。 
（事業効果）高齢者の介護予防及び費用
負担の軽減が図られる。 

村  

高齢者就労支援事業 

（事業内容）高齢者の就業機会の拡大と
高齢者の活力ある地域社会づくりを進め
る。 
（必要性）高齢者の社会参加の機会や就
業機会の創設は、高齢者の生きがいにつ
ながり活力ある地域社会づくりに必要で
ある。 
（事業効果）活力ある地域社会と生活し
やすい村づくりを進めることで定住促進
につながる。 

村  

難聴者補聴器購入助成事業 

（事業内容）身体障がい者手帳の対象と
ならない軽度難聴者の補聴器装着に対し
経費の助成をする。 
（必要性）身体障がい者手帳の対象とな
らなかった軽度難聴者の補聴器装着に負
担感が多いため負担軽減を図る必要があ
る。 
（事業効果）生活しやすい村づくりを進
めることにより定住促進につなげる。 

村  
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特定疾患医療費助成事業 

（事業内容）特定疾患患者及び精神障害
者に対し医療費の一部を助成する。 
（必要性）継続し適正な医療を確保する
必要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ、心身
の健康を保持することで生活が安定す
る。 

村  

福祉タクシー事業 

（事業内容）障がい者等の社会参加を促
進するためタクシー利用の一部を助成す
る。 
（必要性）障がい者等の日常生活におけ
る移動手段の確保が必要である。 
（事業効果）障がい者などの社会参加活
動や日常生活における移動手段を確保す
ることで住みやすい村づくりを進めるこ
とにより定住促進につながる。 

村  

重度心身障害者医療費助成事業 

（事業内容）所得制限で県単事業対象外
になる者に対し自己負担額相当額を助成
する。 
（必要性）重度心身障碍者の医療の受診
を容易にし心身の健康と、生活の安定を
図る必要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ安心
して暮らせる環境が確保される。 

村  

障がい者自動車改造助成事業 

（事業内容）身体障がい者の社会参加と
介護者の負担軽減のため経費の一部を助
成する。 
（必要性）障がい者等の日常生活におけ
る移動手段の確保が必要である。 
（事業効果）障がい者などの社会参加活
動や日常生活における移動手段を確保す
ることで住みやすい村づくりを進めるこ
とにより定住促進につながる。 

村  

福祉対策補助事業 

（事業内容）所得制限で県単事業対象外
になる者、18 歳未満の者及び寡婦に対し
医療費を助成する。 
（必要性）乳幼児等の医療の受診を容易
にし心身の健康と、生活の安定を図る必
要がある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ安心
して暮らせる環境が確保され定住化につ
ながる。 

村  

老人医療費給付事業 

（事業内容）68，69 歳及び 73、74 歳の者
に対し、後期高齢者と同程度の自己負担
額になるよう助成する。 
（必要性）老人の医療の受診を容易にし
心身の健康と、生活の安定を図る必要が
ある。 
（事業効果）医療費の軽減が図られ老人
が安心して暮らせる環境が確保される。 

村  
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バリアフリー化身障者用住宅補助 

（事業内容）身体障がい者等の在宅での
生活を支援するため改修等の経費の一部
を助成する。 
（必要性）障がい者等の在宅での生活の
支援と介護者の負担軽減を図る必要があ
る。 
（事業効果）障がい者等の在宅生活の支
援を行うことで住みやすい村づくりを進
めることにより定住促進につながる。 

村  

あったか生活支援事業 

（事業内容）低所得世帯のうち高齢者世
帯等の冬季間の生活支援のため生活費の
一部を助成する。 
（必要性）冬季間の灯油等の経費の負担
軽減を図る必要がある。 
（事業効果）誰もが住みよい村づくりを
進めることにより定住促進につなげる。 

村  

７ 医療の確保 

 

(3)過疎地域持続

的発展特別事業 

【その他】 

妊婦乳児健診 

（事業内容）妊婦の健康状態と赤ちゃん
の発育状況を確認するため、基本的な健
診、食事や生活に関するアドバイスを実
施する。 
（必要性）妊娠中の重い病気や赤ちゃん
の異常を早期発見するなど健康状態を把
握するために健診が必要である。 
（事業効果）妊婦や赤ちゃんの健康状態
を把握することにより、重い病気の早期
発見、適切な指導や治療など迅速な対応
ができる。 

村  

歯科健診 

（事業内容）産婦や乳児の歯科検診を無
償で実施する。 
（必要性）妊娠中や産後には虫歯や歯周
疾患にかかりやすい、また、乳児の発育状
況を確認するため歯科健診が必要であ
る。 
（事業効果）産婦の歯周病を早期発見す
るとともに乳児の発育状況を把握するこ
とができる。 

村  

各種予防接種 

（事業内容）感染症の予防と個人の疾病
予防のため乳幼児から計画的に予防接種
を実施し、その接種費用を助成する。 
（必要性）広域的な感染症の発生、個人の
疾病予防のため必要不可欠である。 
（事業効果）広域的な感染症の発生を防
止し、個人の疾病予防に寄与する。 

村  

結核検診 

（事業内容）65 歳以上の者全員に胸部Ｘ
線撮影を実施し、生後５～８か月未満の
者に対しＢＣＧ予防接種を実施する。ま
た、結核に関する普及啓発を実施する。 
（必要性）結核の予防のために必要不可
欠である。 
（事業効果）結核の予防接種及び検診の
実施により発生を未然に防止することが
できる。 

村  
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各種がん検診 

（事業内容）胃がん・大腸がん・子宮頸が
ん・乳がん・肺がん・前立腺がんなどのが
ん検診を実施している。 
（必要性）がんの早期発見のために各種
がん検診をする必要がある。 
（事業効果）各種がん検診の実施により、
早期にがんを発見し、早期治療を行うこ
とができる。 

村  

在宅当番医制運営委託事業費負担金 

（事業内容）夜間・休日における初期救急
医療提供体制の確保に取り組んでいる。 
（必要性）夜間・休日における救急医療体
制の整備が必要。 
（事業効果）夜間・休日における救急医療
体制の確保により、初期救急への対応が
可能となる。 

村  

市町村医師養成事業負担金 

（事業内容）県立・市町村立病院で医師と
して業務を従事する者に対する就学資金
貸付を行う。 
（必要性）当村の医療機関は診療センタ
ーのみであり、医師不足であることから
医師の要請は必要不可欠である。 
（事業効果）就学資金の貸付けを行うこ
とにより医師を養成し、医師の確保が図
られる。 

村  

子宮頸がんワクチン接種事業 

（事業内容）中学 1 年生を対象に子宮頸
がんワクチンの接種に係る費用の全額を
補助する。 
（必要性）未接種の場合、子宮頸がんのリ
スクが高くなるため、子宮頸がんの予防
のためにはワクチン接種が必要となる。 
（事業効果）子宮頸がんリスクが軽減す
る。 

村  

健康検診業務委託 

（事業内容）若者健診や特定健診を実施
する。 
（必要性）生活習慣病などの早期発見の
ため必要不可欠である。 
（事業効果）若者健診や特定健診を実施
することにより生活習慣病や様々な病気
の早期発見・早期治療につながる。 

村  

歯科診療所開設支援業務委託 

（事業内容）歯科診療所の開設に向け、コ
ンサルタント事業者等の専門性や計画設
計等の支援を受ける 
（必要性）医療機関の開設は、村にとって
初めての事業であるため、専門知識と経
験を持つ者に業務を委ねる必要がある。 
（事業効果）迅速かつ的確な事業の実施
が可能となる。 

村  
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歯科診療所運営補助事業 

（事業内容）歯科診療所の運営に対して
補助金を交付する。 
（必要性）安定的な歯科診療の確保に必
要不可欠である。 
（事業効果）歯科診療所の運営が安定し、
村民が安心して歯科診療を受けることが
できる。 

村  

８ 教育の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持続 

的発展特別事業 

【義務教育】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室サポート配置事業 
（事業内容）小中学校の授業や学校活動
における教員のサポート人材を配置す
る。 
（必要性）本村に多く存在する複式学級
での授業や学校活動に対応する必要があ
る。 
（事業効果）教員の負担軽減により、教育
環境の向上と授業力向上が図られる。 

村 

 

適応支援相談員配置事業 
（事業内容）中学校に適応相談員を配置
する。 
（必要性）授業や学校活動に際して支援
を必要とする児童生徒に対応する必要が
ある。 
（事業効果）教育環境の向上と授業力向
上が図られる。 

村 

 

ＡＬＴ設置事業 
（事業内容）小中学校に英会話指導助手
を配置するもの。 
（必要性）小中学校の英語教科に対応す
るネイティヴスピーカーの設置が必要で
ある。 
（事業効果）児童生徒の英会話能力が向
上する。 

村 

 

就学援助事業 
（事業内容）国基準による就学援助枠を
拡大して援助する。 

（必要性）経済的事由等により就学上の
困難を抱える児童生徒の援助が必要であ
る。 

（事業効果）経済的事由による授業や学
校活動への支障が解消される。 

村 

 

スクールバス運行事業 
（事業内容）遠距離通学の児童、生徒を対
象としたスクールバスの運行。 
（必要性）遠距離通学に伴う児童、生徒の
負担の解消が必要である。 
（事業効果）よりよい教育環境の整備が
図られる。 

村 

 

遠距離通学支援事業 
（事業内容）遠距離通学の児童、生徒を対
象とした公共交通機関利用に対する補助
金交付。 
（必要性）遠距離通学に伴う保護者の負
担解消が必要である。 
（事業効果）よりよい教育環境の整備が
図られる。 

村 
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【高等学校】 

 

 

 

 

【生涯学習・スポ

ーツ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ支援員配置事業 
（事業内容）小中学校にＩＣＴを活用し
た教育に対応する支援員を配置する。 
（必要性）教委現場でＩＣＴ活用のため
のスキルが十分でない教員の支援が必要
である。 
（事業効果）ＩＣＴを活用した教育環境
の向上が図られる。 

村 

 

公営塾設置運営事業 
（事業内容）村営の学習塾の設置及び運
営。 
（必要性）学習塾のない本村では、公営で
の設置運営が必要である。 
（事業効果）生徒の学力向上が図られる。 

村 

 

高校教育振興補助事業 
（事業内容）県立伊保内高校への支援を
行う。 
（必要性）生徒数の確保等高校存続のた
めの支援が必要である 
（事業効果）高校存続により村の教育環
境が確保され、定住促進につながる。 

村 

 

人材育成補助事業 
（事業内容）中高生の海外研修や多様な
資格・技術の習得のための研修参加費用
を助成する。 
（必要性）村民が経済的事由により研修
機会を失うことのないよう助成が必要で
ある。 
（事業効果）村と地域にとって有用な人
材の確保が図られる。 

村 

 

放課後こども教室事業 
（事業内容）小学生の放課後や土曜日の
居場所と活動場所を提供する。 
（必要性）保護者が安心して働くための
条件として必要である。 
（事業効果）就労促進と児童の安全確保
が図られる。 

村 

 

こども体力づくりサークル運営事業 
（事業内容）小学生の体力向上のための
プログラム実践サークル設置及び運営 
（必要性）体力測定値が県平均より下回
る傾向にある本村小学生の体力向上が必
要である。 
（事業効果）こどもの健康増進と体力向
上が図られる。 

村 

 

９ 集落の整備 (5) 過疎地域持続 

的発展特別事業 

【集落整備】 

集落環境整備事業補助金 
（事業内容）村民憲章推進実践区が実施
する事業に対し支援を行う。 
（必要性）村民憲章に定める「郷土を愛
し、美しい村をつくります。」の実践にむ
けて支援が必要である。 
（事業効果）事業実施により、地域の自然
環境が維持され、地域の持続につながる。 

村 
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集落センター整備事業補助金 
（事業内容）地域自治会で運営管理され
ている集落センターの新築・改修にあた
って事業費の補助を行うもの。 
（必要性）地域における少子高齢化の進
行に対処し、自治会活動にあたっての経
済的負担軽減が必要である。 
（事業効果）持続可能な地域活動の維持・
促進につながる。 

村 

 

生活環境施設災害復旧事業補助金 
（事業内容）生活環境施設の災害復旧に
対し補助を行う。 
（必要性）生活環境の早期復旧のための
支援が必要。 
（事業効果）集落における安全安心な生
活が維持できる。 

村 

 

地域活動支援交付金 

（事業内容）自治会において実践する各
種住民自治活動に対して支援を行う。 
（必要性）少子高齢化の進行により自治
会による地域運営能力低下と活動の低迷
がみられるため支援が必要である。 
（事業効果）自治会組織の活性化が見込
まれ、活力ある地域づくりが進み、地域の
持続と発展につながる。 

村 

 

10 地域文化の振興

等 

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

【地域文化振興】 

文化財埋蔵地形図作成事業 
（事業内容）村内に点在する埋蔵文化財
の資料を制作するもの。 
（必要性）文化財保護活動の一環として
重要な資料である。 
（事業効果）埋蔵文化財の保存伝承によ
り村の歴史を共有し、郷土への誇りと愛
着が深まる。 

村  

古地図デジタル化等事業 
（事業内容）村内に残る古地図のデジタ
ル記録による保存を行うもの。 
（必要性）村の歴史資料の保存に必要で
ある。 
（事業効果）歴史資料の保存伝承により
村の歴史を共有し、郷土への誇りと愛着
が深まる。 

村 

 

黒山の昔穴等調査事業 
（事業内容）県の指定文化財となってい
る遺跡の調査を行うもの。 
（必要性）全国でも盛岡市以北の地域の
中で特徴的かつ大規模な遺跡であり、全
容の調査が重要である。 
（事業効果）貴重な遺跡の調査と資料の
活用により地域活性化につなげる。 

村 

 

文化財保護保存事業 
（事業内容）村指定文化財の保護及び保
存活動 
（必要性）村民共通の財産である文化財
は貴重であることから、保存が必要であ
る。 
（事業効果）文化財の保存伝承により村
の歴史を共有し、郷土への誇りと愛着が
深まる。 

村 
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村史編纂事業 
（事業内容）第 1 巻に続く村史第 2 巻の
調査・編纂。 
（必要性）失われつつある歴史資料の調
査保存は急務である。 
（事業効果）村の歴史を共有することに
より、郷土への誇りと愛着が深まる。 

村 

 

11 再生可能エネル

ギーの利用の推進 

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

【再生可 能エ ネ

ルギー利用】 

一般住宅 太陽光発電システム設

置費助成 
（事業内容）住宅用太陽光発電システム
の設置に係る費用に対し支援を行う。 
（必要性）クリーンエネルギー対策に対
する意識の高揚と環境改善の推進が必要
である。 
（事業効果）地域の環境保全及び経済の
活性化につながる。 

村  

12 その他地域の持

続的発展に関し必要

な事項  

空き家改修・解体助成事業 
（事業内容）空き家の改修、解体に係る費
用への支援を行う。 
（必要性）空き家の改修、解体費用が大き
な負担となっていることから経費軽減を
図る必要がある。 
（事業効果）空き家等の放置が減少する
ことで、地域環境が保持される。 

村  

 


